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(57)【要約】
　喫煙物品（１０）が提供され、喫煙物品は対向する点
火端および吸い口端（１４，１８）を有する。吸い口端
部が吸い口端に配置され、発熱部（３５）が点火端の周
りに配置される。外側包装材料（９３)は、円筒形ロッ
ドを画定するように、少なくとも発熱部の周りに巻き付
けられ、吸い口端部に向かって延びる。エアロゾル生成
部（７５）は、外側包装材料内で、発熱部と吸い口端部
との間に配置される。エアロゾル生成部は、発熱部から
受けた熱に応答してエアロゾルを生成するように構成さ
れている。密閉型発熱カートリッジ（５０）内に配置さ
れた可燃性燃料要素（６３）（例えば、清浄燃焼性炭素
質材料の複数の部分またはピース）に着火することによ
って、エアロゾル生成のための発熱部からの熱が提供さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点火端および対向する吸い口端を有する細長い喫煙物品であって、前記喫煙物品は、
　吸い口端の周りに配置された吸い口端部と、
　点火端の周りに配置された発熱部と、
　円筒形ロッドを画定するように少なくとも発熱部の周りに巻き付けられ吸い口端部に向
かって延びる外側包装材料と、
　外側包装材料内で発熱部と吸い口端部との間に配置され、発熱部から受けた熱に応答し
てエアロゾルを生成するように構成されたエアロゾル生成部と、
　発熱部の内部に配置され、点火端で少なくとも部分的に露出する発熱カートリッジであ
って、発熱カートリッジは、対向する穿孔端部と、端部の間に着火可能な燃料要素とを含
むように構成され、燃料要素はその着火時に熱を放出することができる、発熱カートリッ
ジと、
　を含む、細長い喫煙物品。
【請求項２】
　発熱カートリッジが、長手方向に延びる側壁と、対向する端部とを有する直円筒または
溝付き円筒として構成されている、請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　側壁および対向する端の各々が、少なくとも１つの穿孔を規定する、請求項２に記載の
物品。
【請求項４】
　対向する端の間で側壁から内方に延びる１つ以上のバッフルを含む、請求項２に記載の
物品。
【請求項５】
　発熱カートリッジの周囲に巻き付けられ、点火端からエアロゾル生成部に向かって発熱
カートリッジに沿って長手方向に延びる断熱要素を含む、請求項１に記載の物品。
【請求項６】
　断熱要素が、ガラス繊維マット、断熱コーティング、断熱塗料、ガラススリーブまたは
セラミックスリーブを含む、請求項５に記載の物品。
【請求項７】
　着火可能な燃料要素が、発熱カートリッジの内面、または発熱カートリッジ内に配置さ
れた物体に塗布されたコーティングを含む、請求項１に記載の物品。
【請求項８】
　発熱カートリッジが、グラファイト、炭素繊維強化炭素、セラミック、繊維状耐火性複
合材断熱材、アルミニウム、酸化アルミニウムまたは二酸化ケイ素から構成される、請求
項１に記載の物品。
【請求項９】
　発熱カートリッジが、燃料要素を収容するように構成された内側区画を画定する第１の
部分と、第１の部分に対して同軸的に配置され第１の部分を取り囲むように構成された外
側スリーブを含む第２の部分とを含み、外側スリーブは内側区画を画定する第１の部分か
ら半径方向に離間され、それらの間に環を画定するようにそれらと協働する、請求項１に
記載の物品。
【請求項１０】
　発熱カートリッジが、発熱カートリッジを形成するように、内部に収容された燃料要素
を有するレセプタクルと協働するように構成された取り外し可能な端キャップを含む、請
求項１に記載の物品。
【請求項１１】
　発熱カートリッジが、長手方向に延びる側壁と、対向する端部と、対向する端の間の側
壁内に配置された中央仕切りと、を有する直円筒または溝付き円筒として構成され、側壁
は中央仕切りおよび端部と協働して直列に配置された第１および第２の区画を画定し、第
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１の区画は燃料要素を収容するように構成され、第２の区画はエアロゾル生成要素を収容
するように構成され、エアロゾル生成部を含む、請求項１に記載の物品。
【請求項１２】
　エアロゾル生成部に配置されたエアロゾル生成カートリッジを含み、エアロゾル生成カ
ートリッジは対向する穿孔端部と、端部の間にエアロゾル前駆物質要素とを含むように構
成され、エアロゾル前駆物質要素は、その加熱時にエアロゾルを形成することができる、
請求項１に記載の物品。
【請求項１３】
　点火端と対向する吸い口端とを有する細長い喫煙物品を形成する方法であって、前記方
法が、
　外側包装材料が吸い口端の周りに配置された吸い口端部に向かって延びるように、かつ
円筒形ロッドを画定するように、点火端の周りに配置された少なくとも発熱部の周りに外
側包装材料を巻き付けるステップと、
　外側包装材料内で発熱部と吸い口端部との間にエアロゾル生成部を配置するステップで
あって、エアロゾル生成部は発熱部から受けた熱に応答してエアロゾルを生成するように
構成されるステップと、
　発熱カートリッジが点火端で少なくとも部分的に露出するように、発熱カートリッジを
発熱部内に配置するステップであって、発熱カートリッジは、対向する穿孔端部と、端部
の間に着火可能な燃料要素とを含むように構成され、燃料要素はその着火時に熱を放出す
ることができる、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項１４】
　発熱カートリッジを配置するステップが、直円筒または溝付き円筒として構成され、長
手方向に延びる側壁および対向する端部を有する発熱カートリッジを発熱部内に配置する
ステップを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　発熱カートリッジを配置するステップが、側壁と、少なくとも１つの穿孔を規定する対
向する端の各々とを有する発熱カートリッジを発熱部内に配置するステップを含む、請求
項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　１つ以上のバッフルと発熱カートリッジの側壁とを係合させるステップであって、１つ
以上のバッフルは、対向する端の間の側壁から内方に延びる、ステップを含む、請求項１
４に記載の方法。
【請求項１７】
　点火端からエアロゾル生成部に向かって、発熱カートリッジのまわりに及び発熱カート
リッジに沿って長手方向に断熱要素を巻き付けるステップを含む、請求項１３に記載の方
法。
【請求項１８】
　断熱要素を巻き付けるステップが、発熱カートリッジのまわりに及び発熱カートリッジ
に沿って長手方向に、ガラス繊維マット、断熱コーティング、断熱塗料、ガラススリーブ
またはセラミックスリーブを含む断熱要素を巻き付けるステップを含む、請求項１７に記
載の方法。
【請求項１９】
　発熱カートリッジを配置するステップが、発熱カートリッジの内面、または発熱カート
リッジ内に配置された物体に塗布されたコーティングを含む着火可能な燃料要素を有する
発熱カートリッジを発熱部内に配置するステップを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　発熱カートリッジを配置するステップが、グラファイト、炭素繊維強化炭素、セラミッ
ク、繊維状耐火性複合材断熱材、アルミニウム、酸化アルミニウムまたは二酸化ケイ素か
ら構成された発熱カートリッジを発熱部内に配置するステップを含む、請求項１３に記載
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の方法。
【請求項２１】
　発熱カートリッジを形成するように、燃料要素を収容するように構成された内側区画を
画定する第１の部分と、第１の部分に対して同軸的に配置され第１の部分を取り囲むよう
に構成された外側スリーブを含む第２の部分とを係合させるステップであって、発熱カー
トリッジは、内側区画を画定する第１の部分から半径方向に離間され、それらの間に環を
画定するようにそれらと協働する外側スリーブを有する、ステップを含む、請求項１３に
記載の方法。
【請求項２２】
　発熱カートリッジを形成するように、取り外し可能な端キャップと、内部に収容された
燃料要素を有するレセプタクルとを係合させるステップを含む、請求項１３に記載の方法
。
【請求項２３】
　発熱カートリッジが、長手方向に延びる側壁と、対向する端部と、対向する端の間の側
壁内に配置された中央仕切りと、を有する直円筒または溝付き円筒として構成され、側壁
は中央仕切りおよび端部と協働して直列に配置された第１および第２の区画を画定し、方
法は、エアロゾル生成部を形成するために、第１の区画内に燃料要素を配置するステップ
と、第２の区画内にエアロゾル生成要素を配置するステップとを含む、請求項１３に記載
の方法。
【請求項２４】
　エアロゾル生成部を配置するステップが、対向する穿孔端部と、端部の間にエアロゾル
前駆物質要素とを含むエアロゾル生成カートリッジをエアロゾル生成部内に配置するステ
ップであって、エアロゾル前駆物質要素はその加熱時にエアロゾルを形成することができ
る、ステップを含む、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、タバコから作られたか、タバコに由来するか、そうでなければタバコを組み
込んだ製品であって、ヒトの消費を意図した製品に関する。さらに詳細には、タバコを燃
焼させることによって煙を発生するタバコ製品と比較して、不完全燃焼生成物および熱分
解生成物の量がかなり減少したエアロゾルを生成するセグメント型喫煙物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シガレットなどの人気のある喫煙物品は、実質的に円筒形のロッド状構造を有し、巻紙
に取り囲まれた刻みタバコ（例えば、カットフィラー（ｃｕｔ　ｆｉｌｌｅｒ）の形態を
とる）などの喫煙可能材料の充填物、ロールまたは柱状物を含み、それによって、いわゆ
る「喫煙可能ロッド」、「タバコロッド」または「シガレットロッド」を形成する。通常
、シガレットは、タバコロッドと端と端とを接した関係で整列させた円筒形のフィルタ要
素を有する。好ましくは、フィルタ要素は、「プラグラップ」として知られる紙材料によ
って囲まれた可塑化酢酸セルローストウを含む。好ましくは、フィルタ要素は、「チッピ
ング紙」として知られる外装包装材料を用いてタバコロッドの一端に取り付けられる。ま
た、吸引される主流煙を周囲空気で希釈するために、チッピング材料およびプラグラップ
を穿孔することが望ましくなってきている。シガレットおよびその様々な構成要素の説明
は、参照により本明細書に組み込まれるＴｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，Ｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｄａｖｉｓら（編集）（１９９９）に記
載されている。従来のタイプのシガレットは、その一端に火を点け、タバコロッドを燃や
すことによって、喫煙者により使用される。次いで、喫煙者は、シガレットの反対側の端
部（例えば、フィルタ端または吸い口端）を吸引することによって、主流煙を口に入れる
。長年にわたり、喫煙物品の構成要素、構造および性能を改善する努力が注がれている。
例えば、参照により本明細書に組み込まれるＢｏｒｓｃｈｋｅらの米国特許第７，７５３
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，０５６号明細書に記載されている背景技術を参照されたい。
【０００３】
　炭素質燃料要素を使用する特定のタイプのシガレットは、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　
Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙから「Ｐｒｅｍｉｅｒ」、「Ｅｃｌｉｐｓｅ」および「
Ｒｅｖｏ」という商品名で市販されている。例えば、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏ
ｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｐｒｏｔｏｔｙ
ｐｅｓ　ｔｈａｔ　Ｈｅａｔ　Ｉｎｓｔｅａｄ　ｏｆ　Ｂｕｒｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ、Ｒ．
Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ（１９８
８）およびＩｎｈａｌａｔｉｏｎ　Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ、１２：５、１～５８頁（２０
００）に記載されているシガレットのタイプを参照されたい。さらに、日本では、同様の
タイプのシガレットがＪａｐａｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｉｎｃ．から「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ
　Ｏｎｅ」という商品名で販売されている。
【０００４】
　近年、特許文献には、発熱およびエアロゾル生成のための炭素質燃料要素を組み込んだ
様々なタイプの喫煙製品が記載されている。いくつかの特許文書は、タバコを燃やすこと
によって生成される主流煙と比較して比較的単純な化学組成を有するエアロゾルを送達す
る喫煙製品に関連する技術の歴史的見解を提供する。例えば、参照により本明細書に組み
込まれるＳｅｎｓａｂａｕｇｈらの米国特許第４，７９３，３６５号明細書、Ｃｌｅａｒ
ｍａｎらの米国特許第５，０９９，８６１号明細書、Ｃａｎｔｒｅｌｌらの米国特許第７
，６４７，９３２号明細書、Ｂｏｒｓｃｈｋｅらの米国特許第７，８３６，８９７号明細
書、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第８，４６９，０３５号明細書、Ｓｅｂａｓｔｉａｎ
らの米国特許第８，４６４，７２６号明細書、Ｔｓｕｒｉｚｕｍｉらの米国特許第８，６
１６，２１７号明細書、Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許第８，６７８，０１３号明細書および
Ｐｏｇｅｔらの米国特許第８，９１５，２５５号明細書、Ｓｔｏｎｅらの米国特許出願公
開第２０１２／００４２８８５号明細書、Ｓｈｉｎｏｚａｋｉらの米国特許出願公開第２
０１３／０１３３６７５号明細書およびＡｄｅｍｅらの米国特許出願公開第２０１５／０
１５７０５２号明細書、ＧｌａｄｄｅｎらのＰＣＴ国際公開第２０１２／０１６４０７７
号明細書、ＲａｅｔｈｅｒらのＰＣＴ国際公開第２０１３／０９８３８０号明細書、Ｚｕ
ｂｅｒらのＰＣＴ国際公開第２０１３／０９８４０５号明細書、ＺｕｂｅｒらのＰＣＴ国
際公開第２０１３／０９８４１０号明細書、ＷｏｏｄｃｏｃｋらのＰＣＴ国際公開第２０
１３／１０４９１４号明細書、ＲｏｕｄｉｅｒらのＰＣＴ国際公開第２０１３／１２０８
４９号明細書、ＭｉｒｏｎｏｖのＰＣＴ国際公開第２０１３／１２０８５４号明細書、Ａ
ｚｅｇａｍｉらのＰＣＴ国際公開第２０１３／１６２０２８号明細書およびＳａｌｅｅｍ
らのＰＣＴ国際公開第２０１３２／１６００１１２号明細書、Ｂａｂａらの欧州特許第１
８０８０８７号明細書、Ｔｓｕｒｕｉｚｕｍｉらの欧州特許出願公開第２５５０８７９号
明細書ならびに２０１５年８月３１日に出願されたＢｅｅｓｏｎらの米国特許出願番号第
１４／８４０１７８号に提案されている喫煙製品および関連技術のタイプを参照されたい
。
【０００５】
　タバコを燃やした結果として生成されるかなりの量の不完全燃焼生成物および熱分解生
成物を包含するエアロゾルを送達することなく、喫煙者に従来のシガレット喫煙の多くの
楽しみを提供する能力を実証する喫煙物品を提供することが非常に望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７，７５３，０５６号明細書
【特許文献２】米国特許第４，７９３，３６５号明細書
【特許文献３】米国特許第５，０９９，８６１号明細書
【特許文献４】米国特許第７，６４７，９３２号明細書
【特許文献５】米国特許第７，８３６，８９７号明細書
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【特許文献６】米国特許第８，４６９，０３５号明細書
【特許文献７】米国特許第８，４６４，７２６号明細書
【特許文献８】米国特許第８，６１６，２１７号明細書
【特許文献９】米国特許第８，６７８，０１３号明細書
【特許文献１０】米国特許第８，９１５，２５５号明細書
【特許文献１１】米国特許出願公開第２０１２／００４２８８５号明細書
【特許文献１２】米国特許出願公開第２０１３／０１３３６７５号明細書
【特許文献１３】米国特許出願公開第２０１５／０１５７０５２号明細書
【特許文献１４】国際公開第２０１２／０１６４０７７号
【特許文献１５】国際公開第２０１３／０９８３８０号
【特許文献１６】国際公開第２０１３／０９８４０５号
【特許文献１７】国際公開第２０１３／０９８４１０号
【特許文献１８】国際公開第２０１３／１０４９１４号
【特許文献１９】国際公開第２０１３／１２０８４９号
【特許文献２０】国際公開第２０１３／１２０８５４号
【特許文献２１】国際公開第２０１３／１６２０２８号
【特許文献２２】欧州特許第１８０８０８７号明細書
【特許文献２３】欧州特許出願公開第２５５０８７９号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｄａｖｉｓら（編集）（１９９９）
【非特許文献２】Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　
ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅｓ　ｔｈａｔ　Ｈｅａｔ　Ｉｎ
ｓｔｅａｄ　ｏｆ　Ｂｕｒｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃ
ｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ（１９８８）
【非特許文献３】Ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ　Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ、１２：５、１～５８頁
（２０００）
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述のおよび他の必要性は、一態様では、点火端および対向する吸い口端を有する細長
い喫煙物品を提供する本開示の態様によって満たされる。このような喫煙物品は、吸い口
端の周りに配置された吸い口端部と、点火端の周りに配置された発熱部とを含む。外側包
装材料は、円筒形ロッドを画定するように、少なくとも発熱部の周りに巻き付けられ、吸
い口端部に向かって延びる。エアロゾル生成部は外側包装材料内で発熱部と吸い口端部と
の間に配置され、ここでエアロゾル生成部は発熱部から受けた熱に応答してエアロゾルを
生成するように構成されている。発熱カートリッジは発熱部内に配置され、点火端で少な
くとも部分的に露出しており、ここで発熱カートリッジは、燃料要素がその着火時に熱を
放出することができるように、対向する穿孔端部と、端部の間に着火可能な燃料要素とを
含むように構成されている。
【０００９】
　本開示の別の態様は、細長い喫煙物品を形成する方法を提供し、喫煙物品は、点火端お
よび対向する吸い口端を有する。そのような方法は、外側包装材料が吸い口端の周りに配
置された吸い口端部に向かって延びるように、かつ円筒形ロッドを画定するように、点火
端の周りに配置された少なくとも発熱部の周りに外側包装材料を巻き付けるステップを含
む。エアロゾル生成部は外側包装材料内で発熱部と吸い口端部との間に配置され、ここで
エアロゾル生成部は発熱部から受けた熱に応答してエアロゾルを生成するように構成され
ている。発熱カートリッジは、発熱カートリッジが点火端で少なくとも部分的に露出する
ように発熱部内に配置され、発熱カートリッジは、対向する穿孔端部と、端部の間に着火
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可能な燃料要素とを含むように構成され、燃料要素はその着火時に熱を放出することがで
きる。
【００１０】
　本開示の態様は、点火端（すなわち、上流端）および対向する吸い口端部（すなわち、
下流端）を有する全体的に細長いタイプの喫煙物品に関する。その喫煙物品は、点火端に
配置された発熱部を含む。エアロゾル生成部は発熱部と吸い口端部との間に配置され、エ
アロゾル生成部は使用中に発熱部から伝達された熱に応答してエアロゾルを生成するよう
に構成されている。さらに、発熱部は、可燃性成分（例えば、可燃性炭素質材料の部分ま
たはピースを含む燃料要素）が組み込まれたカートリッジの形態（例えば、気流がそれを
通ることを可能にするための穿孔された領域を有する略円筒形の容器）を含むか、有して
もよい。例えば、（例えば、カーボン、ガラスまたはセラミックなどの高度に熱伝導性で
ない材料から構成されている）封止された中空の円筒形カートリッジは、上流端および下
流端の両方に、穿孔された領域または構成要素を有してもよい。そのカートリッジはまた
、可燃性炭素質材料から構成される複数の部分またはピース（例えば、顆粒またはビーズ
）を内部に収容してもよい。
【００１１】
　特定の態様では、本開示は、シガレットなどのロッド状構造を有する喫煙物品を提供す
る。喫煙物品は、点火端および吸い口端を含む。また、喫煙物品は、（ｉ）発熱領域、部
分またはセグメントおよび（ｉｉ）発熱セグメントの下流に配置されたエアロゾル生成領
域、部分またはセグメントを含むエアロゾル生成システムを含む。発熱セグメントとエア
ロゾル生成セグメントは、互いに熱交換関係にあることが好ましい。発熱セグメントには
、可燃性成分または燃料要素（例えば、炭素質材料から構成された複数の部分もしくはピ
ース、顆粒またはビーズ）を収容するカートリッジまたは容器（例えば、空気を通過させ
るために大気の出入りを可能にするように構成された対向領域を有する（カーボン、ガラ
ス、セラミックまたは他の好適な材料などの高度に熱伝導性でない材料から構成された略
円筒形カートリッジ）の形式および構成で構成することができる比較的短い長手方向に延
びる熱源が組み込まれる。エアロゾル生成セグメントは、最も好ましくは、基材材料（す
なわち、エアロゾル前駆物質要素またはエアロゾル生成要素）が配置された基材領域を含
む。非常に好ましい基材には、エアロゾル形成材料（例えば、グリセリンおよび／または
プロピレングリコール）のための担体として作用する加工タバコ、ならびにタバコに特徴
的な風味成分の供給源が組み込まれる。特定の実施形態では、基材領域には、基材キャビ
ティ内に配置されたタバコから形成されたペレットまたはビーズが組み込まれる。特定の
他の実施形態では、基材領域には、再構成タバコ材料（例えば、細断されたキャストカッ
トフィラータイプの材料）が組み込まれる。基材材料が配置されている基材キャビティま
たは基材領域は、好ましくは、金属箔および紙の熱伝導積層体によって、喫煙物品の長手
方向に延びる長さに沿って囲まれる。あるいは、基材は、発熱セグメントの構成に使用さ
れるカートリッジと多くの点で類似したカートリッジまたは容器に組み込むことができる
。典型的には、外側包装材料は、発熱部の少なくとも一部の周りに巻き付けられ、外側包
装材料はまた、巻き付けられた円筒形ロッドを画定するように、エアロゾル生成領域の上
で吸い口端部に向かって延びてもよい。フィルタ要素セグメントなどの吸い口端ピースが
、喫煙物品の吸い口極端に配置されている。
【００１２】
　本開示の態様による喫煙物品によって生成されるエアロゾルは、エアロゾル生成セグメ
ントに配置されたエアロゾル形成材料上の発熱セグメントの可燃性成分の着火／燃焼によ
って生成された熱の作用の結果として生成され、そのエアロゾルが吸い口端ピースを通し
て喫煙物品の喫煙者によって吸入される。このようなエアロゾルは、ヒトの吸入に適した
形態の蒸気、気体、懸濁微粒子などのような空気含有成分を含んでもよく、視認できるか
どうか、また煙状であると考えられる形態であるかどうかを問わない。最も好ましくは、
エアロゾル成分は、（例えば、エアロゾル生成セグメントに配置されたエアロゾル形成材
料を蒸発させるために）エアロゾル生成セグメント上の発熱セグメントによって生成され
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た熱の作用の結果として生成される。その熱は、本質的に清浄な燃焼であると考えられる
可燃性成分または燃料要素の燃焼によって生成されてもよい（例えば、好ましい可燃性成
分は炭素質材料であり、本明細書に開示されたシガレットの使用に起因するエアロゾルは
、タバコカットフィラーの燃焼の結果としてエアロゾルを生成するシガレットと比較して
、低量または非常に低量の不完全燃焼生成物および熱分解生成物を有する）。特定の態様
では、いくつかの風味豊かなエアロゾル成分はまた、何らかの形態のタバコを燃やすこと
により、タバコを加熱することにより生じた一部のタバコを熱分解することにより、また
はタバコを焦がすことにより（そうでなければタバコに何らかの形のくすぶりを起こさせ
ることにより）、生成することができる。その結果、このように形成されたエアロゾルは
、揮発成分、燃焼生成物（例えば、二酸化炭素および水）、ならびにいくつかの（最も好
ましくは最小限であるが）不完全燃焼生成物および熱分解生成物を含有することができる
。
【００１３】
　したがって、本開示は、限定するものではないが、以下の実施形態を含む。
【００１４】
　実施形態１：点火端および対向する吸い口端を有する細長い喫煙物品であって、前記喫
煙物品は、吸い口端の周りに配置された吸い口端部と、点火端の周りに配置された発熱部
と、円筒形ロッドを画定するように少なくとも発熱部の周りに巻き付けられ吸い口端部に
向かって延びる外側包装材料と、外側包装材料内で発熱部と吸い口端部との間に配置され
、発熱部から受けた熱に応答してエアロゾルを生成するように構成されたエアロゾル生成
部と、発熱部の内部に配置され、点火端で少なくとも部分的に露出する発熱カートリッジ
であって、発熱カートリッジは、対向する穿孔端部と、端部の間に着火可能な燃料要素と
を含むように構成され、燃料要素はその着火時に熱を放出することができる、発熱カート
リッジと、を含む、細長い喫煙物品。
【００１５】
　実施形態２：発熱カートリッジが、直円筒または溝付き円筒として構成され、長手方向
に延びる側壁および対向する端部を有する、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態
の物品またはそれらの組合せ。
【００１６】
　実施形態３：側壁と対向する端の各々とが少なくとも１つの穿孔を規定する、先行する
もしくは後続のいずれかの実施形態の物品またはそれらの組合せ。
【００１７】
　実施形態４：対向する端の間の側壁から内方に延びる１つ以上のバッフルを含む、先行
するもしくは後続のいずれかの実施形態の物品またはそれらの組合せ。
【００１８】
　実施形態５：発熱カートリッジの周りに巻き付けられ、点火端からエアロゾル生成部に
向かって発熱カートリッジに沿って長手方向に延びる断熱要素を含む、先行するもしくは
後続のいずれかの実施形態の物品またはそれらの組合せ。
【００１９】
　実施形態６：断熱要素が、ガラス繊維マット、断熱コーティング、断熱塗料、ガラスス
リーブまたはセラミックスリーブを含む、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の
物品またはそれらの組合せ。
【００２０】
　実施形態７：着火可能な燃料要素が、発熱カートリッジの内面、または発熱カートリッ
ジ内に配置された物体に塗布されたコーティングを含む、先行するもしくは後続のいずれ
かの実施形態の物品またはそれらの組合せ。
【００２１】
　実施形態８：発熱カートリッジが、グラファイト、炭素繊維強化炭素、セラミック、繊
維状耐火性複合材断熱材、アルミニウム、酸化アルミニウムまたは二酸化ケイ素から構成
される、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の物品またはそれらの組合せ。
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【００２２】
　実施形態９：発熱カートリッジが、燃料要素を収容するように構成された内側区画を画
定する第１の部分と、第１の部分に対して同軸的に配置され第１の部分を取り囲むように
構成された外側スリーブを含む第２の部分とを含み、外側スリーブは内側区画を画定する
第１の部分から半径方向に離間され、それらの間に環を画定するようにそれらと協働する
、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の物品またはそれらの組合せ。
【００２３】
　実施形態１０：発熱カートリッジが、発熱カートリッジを形成するように、内部に収容
された燃料要素を有するレセプタクルと協働するように構成された取り外し可能な端キャ
ップを含む、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の物品またはそれらの組合せ。
【００２４】
　実施形態１１：発熱カートリッジが、長手方向に延びる側壁と、対向する端部と、対向
する端の間の側壁内に配置された中央仕切りと、を有する直円筒または溝付き円筒として
構成され、側壁は中央仕切りおよび端部と協働して直列に配置された第１および第２の区
画を画定し、第１の区画は燃料要素を収容するように構成され、第２の区画はエアロゾル
生成要素を収容するように構成され、エアロゾル生成部を含む、先行するもしくは後続の
いずれかの実施形態の物品またはそれらの組合せ。
【００２５】
　実施形態１２：エアロゾル生成部に配置されたエアロゾル生成カートリッジを含み、エ
アロゾル生成カートリッジは対向する穿孔端部と、端部の間にエアロゾル前駆物質要素と
を含むように構成され、エアロゾル前駆物質要素は、その加熱時にエアロゾルを形成する
ことができる、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の物品またはそれらの組合せ
。
【００２６】
　実施形態１３：点火端と対向する吸い口端とを有する細長い喫煙物品を形成する方法で
あって、前記方法が、外側包装材料が吸い口端の周りに配置された吸い口端部に向かって
延びるように、かつ円筒形ロッドを画定するように、点火端の周りに配置された少なくと
も発熱部の周りに外側包装材料を巻き付けるステップと、外側包装材料内で発熱部と吸い
口端部との間にエアロゾル生成部を配置するステップであって、エアロゾル生成部は発熱
部から受けた熱に応答してエアロゾルを生成するように構成される、ステップと、発熱カ
ートリッジが点火端で少なくとも部分的に露出するように、発熱カートリッジを発熱部内
に配置するステップであって、発熱カートリッジは、対向する穿孔端部と、端部の間に着
火可能な燃料要素とを含むように構成され、燃料要素はその着火時に熱を放出することが
できる、ステップとを含む、方法。
【００２７】
　実施態様１４：発熱カートリッジを配置するステップが、直円筒または溝付き円筒とし
て構成され、長手方向に延びる側壁および対向する端部を有する発熱カートリッジを発熱
部内に配置するステップを含む、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の方法また
はそれらの組合せ。
【００２８】
　実施形態１５：発熱カートリッジを配置するステップが、側壁と、少なくとも１つの穿
孔を規定する対向する端の各々とを有する発熱カートリッジを発熱部内に配置するステッ
プを含む、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の方法またはそれらの組合せ。
【００２９】
　実施形態１６：１つ以上のバッフルと発熱カートリッジの側壁とを係合させるステップ
であって、１つ以上のバッフルは、対向する端の間の側壁から内方に延びる、ステップを
含む、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の方法またはそれらの組合せ。
【００３０】
　実施形態１７：点火端からエアロゾル生成部に向かって、発熱カートリッジのまわりに
及び発熱カートリッジに沿って長手方向に断熱要素を巻き付けるステップを含む、先行す
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るもしくは後続のいずれかの実施形態の方法またはそれらの組合せ。
【００３１】
　実施形態１８：断熱要素を巻き付けるステップが、発熱カートリッジのまわりに及び発
熱カートリッジに沿って長手方向に、ガラス繊維マット、断熱コーティング、断熱塗料、
ガラススリーブまたはセラミックスリーブを含む断熱要素を巻き付けるステップを含む、
先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の方法またはそれらの組合せ。
【００３２】
　実施形態１９：発熱カートリッジを配置するステップが、発熱カートリッジの内面、ま
たは発熱カートリッジ内に配置された物体に塗布されたコーティングを含む着火可能な燃
料要素を有する発熱カートリッジを発熱部内に配置するステップを含む、先行するもしく
は後続のいずれかの実施形態の物品またはそれらの組合せ。
【００３３】
　実施形態２０：発熱カートリッジを配置するステップが、グラファイト、炭素繊維強化
炭素、セラミック、繊維状耐火性複合材断熱材、アルミニウム、酸化アルミニウムまたは
二酸化ケイ素から構成された発熱カートリッジを発熱部内に配置するステップを含む、先
行するもしくは後続のいずれかの実施形態の方法またはそれらの組合せ。
【００３４】
　実施形態２１：発熱カートリッジを形成するように、燃料要素を収容するように構成さ
れた内側区画を画定する第１の部分と、第１の部分に対して同軸的に配置され第１の部分
を取り囲むように構成された外側スリーブを含む第２の部分とを係合させるステップであ
って、発熱カートリッジは、内側区画を画定する第１の部分から半径方向に離間され、そ
れらの間に環を画定するようにそれらと協働する外側スリーブを有する、ステップを含む
、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の方法またはそれらの組合せ。
【００３５】
　実施形態２２：発熱カートリッジを形成するように、取り外し可能な端キャップと、内
部に収容された燃料要素を有するレセプタクルとを係合させるステップを含む、先行する
もしくは後続のいずれかの実施形態の方法またはそれらの組合せ。
【００３６】
　実施形態２３：発熱カートリッジが、長手方向に延びる側壁と、対向する端部と、対向
する端の間の側壁内に配置された中央仕切りと、を有する直円筒または溝付き円筒として
構成され、側壁は中央仕切りおよび端部と協働して直列に配置された第１および第２の区
画を画定し、方法は、エアロゾル生成部を形成するために、第１の区画内に燃料要素を配
置するステップと、第２の区画内にエアロゾル生成要素を配置するステップとを含む、先
行するもしくは後続のいずれかの実施形態の方法またはそれらの組合せ。
【００３７】
　実施形態２４：エアロゾル生成部を配置するステップが、対向する穿孔端部と、端部の
間にエアロゾル前駆物質要素とを含むエアロゾル生成カートリッジをエアロゾル生成部内
に配置するステップであって、エアロゾル前駆物質要素はその加熱時にエアロゾルを形成
することができる、ステップを含む、先行するもしくは後続のいずれかの実施形態の方法
またはそれらの組合せ。
【００３８】
　本開示のこれらならびに他の特徴、態様および利点は、以下に簡単に表す添付の図面と
ともに、以下の詳細な説明を読むことにより明らかになるであろう。本開示は、そのよう
な特徴または要素が明示的に結合されているか、そうでなければ本明細書の特定の実施形
態の説明または特許請求の範囲で列挙されているかどうかにかかわらず、本開示に述べら
れているか、請求項のうちいずれか１つ以上に列挙されている２つ、３つ、４つまたはそ
れ以上の特徴または要素の任意の組合せを含む。本開示は、本開示の前後関係が明らかに
他のことを規定しない限り、その態様および実施形態のいずれかにおいて、本開示の任意
の分離可能な特徴または要素が意図された通りに見え、組合せ可能であるように全体的に
読み取られることを意図している。
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【００３９】
　本開示は一般的な用語で説明しており、添付の図面をこれから参照するが、これらの図
面は必ずしも縮尺通りに描かれていない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本開示の様々な態様による代表的な略ロッド状喫煙物品の縦断面図を概略的に示
す。
【図２】本開示の様々な態様による代表的な略ロッド状喫煙物品の縦断面図を概略的に示
す。
【図３】本開示の様々な態様による代表的な略ロッド状喫煙物品の縦断面図を概略的に示
す。
【図４】本開示の様々な態様による、図１から図３、図６および図１１のいずれかに示す
ような喫煙物品に実装することができる代表的な発熱および／またはエアロゾル生成カー
トリッジの縦断面図を概略的に示す。
【図５】本開示の様々な態様による、図１から図３、図６および図１１のいずれかに示す
ような喫煙物品に実装することができる代表的な発熱および／またはエアロゾル生成カー
トリッジの縦断面図を概略的に示す。
【図６】本開示の様々な態様による代表的な略ロッド状喫煙物品の縦断面図を概略的に示
す。
【図７】本開示の様々な態様による、図１から図３、図６および図１１のいずれかに示す
ような喫煙物品に実装することができる代表的な発熱および／またはエアロゾル生成カー
トリッジの縦断面図を概略的に示す。
【図８】本開示の様々な態様による、図１から図３、図６および図１１のいずれかに示す
ような喫煙物品に実装することができる代表的な発熱および／またはエアロゾル生成カー
トリッジの縦断面図を概略的に示す。
【図９】本開示の様々な態様による、図１から図３、図６および図１１のいずれかに示す
ような喫煙物品に実装することができる代表的な発熱および／またはエアロゾル生成カー
トリッジの縦断面図を概略的に示す。
【図１０】本開示の様々な態様による、図１から図３、図６および図１１のいずれかに示
すような喫煙物品に実装することができる代表的な発熱および／またはエアロゾル生成カ
ートリッジの縦断面図を概略的に示す。
【図１１】本開示の様々な態様による代表的な略ロッド状喫煙物品の縦断面図を概略的に
示す。
【図１２】本開示の様々な態様による、図１から図３、図６および図１１のいずれかに示
すような喫煙物品に実装することができる代表的な発熱および／またはエアロゾル生成カ
ートリッジの縦断面図を概略的に示す。
【図１３】本開示の様々な態様による、図１から図３、図６および図１１のいずれかに示
すような喫煙物品に実装することができる代表的な発熱および／またはエアロゾル生成カ
ートリッジの縦断面図を概略的に示す。
【図１４】本開示の一態様による細長い喫煙物品を形成する方法を概略的に示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本開示は、これから、本開示のすべての態様ではなく一部が示されている添付の図面を
参照して、以下でさらに完全に説明される。実際、本開示は、多くの異なる形態で具体化
されてもよく、本明細書に述べられている態様に限定されると解釈されるべきではない。
むしろ、これらの態様は、本開示が適用される法的要件を満たすように提供される。同様
の番号は、全体を通して同様の要素を指す。
【００４２】
　図１は、点火端１４と吸い口端１８とを有するシガレットの形態の代表的な喫煙物品１
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０を示す。好ましくは、喫煙物品１０は、従来のタイプのフィルタ付きシガレットの全体
的なサイズ、形状および全体的外観を有する。点火端１４には、長手方向に延びる発熱セ
グメント３５が配置されている。発熱セグメント３５は、長手方向に延びる略管状部３９
を有し、略管状部３９は発熱カートリッジ５０を含んでもよく、そうでなければ発熱カー
トリッジ５０として構成されていてもよい。このセグメント３５は、さらに、喫煙物品１
０内に大気を通過させるための複数の小さな穿孔４３を規定する最上流端または前面２２
０を含む。このセグメントは、さらに、喫煙物品１０の下流または吸い口端１８に向かっ
て大気を通過させるための複数の小さな穿孔４５を規定する下流端または背面２２５を含
む。いくつかの態様では、前面２２０および背面２２５と協働して、発熱セグメント３５
の長手方向に延びる略管状部３９は、容器として作用し、それを通して大気を十分に通過
させるように構成された開口細孔４３、４５を規定するカートリッジ５０の一般的な形態
（すなわち、いくつかの例では封止されたカートリッジ）を集合的に有してもよい。いく
つかの態様では、管状部３９は、必要または所望に応じて、１つ以上の細孔または穿孔を
規定してもよい。
【００４３】
　カートリッジ５０を形成するために使用される構成要素は変更可能である。カートリッ
ジ構成要素（またはそれらの構成要素のうちのいくつか）は、特定の熱伝導特性を示すか
、示すように協働することができる。カートリッジ５０の少なくとも一部を構成するため
に使用される例示的な材料には、金属材料（例えば、アルミニウム、ステンレス鋼など）
などの熱伝導材料を挙げることができるが、これらの伝導性材料には、好ましくは、断熱
材料を巻き付けたり、被覆したりすることができる。カートリッジ構成要素（またはそれ
らの構成要素のいくつか）は、あるいは、最も好ましくは、断熱材の特性または高度に熱
伝導性でないと考えられる特性を示す材料から構成することができる。例示的な材料には
、グラファイト、炭素繊維強化炭素、セラミック、繊維状耐火性複合材断熱材、ガラス、
酸化アルミニウムまたは二酸化ケイ素、および／またはセラミック被覆構造体（すなわち
、セラミック被覆ガラスまたは金属）が挙げられる。他の態様では、カートリッジ構成要
素は、断熱材料、例えば、断熱塗料、グラフェンまたはガラスもしくはセラミック粒子を
有する高温塗料によって被覆されてもよい。典型的には、カートリッジ５０は、通常の使
用の状態の間、その一般的な形状および全体的な物理的特性を維持するように構成され、
カートリッジ５０は、通常の使用の状態の間、構造または初期の構造的特性の損失をもた
らす著明な程度まで、燃焼、焼失または熱分解されないように構成されることが好ましい
。
【００４４】
　カートリッジ５０の全体的な形状は変更可能である。好ましくは、カートリッジ５０は
、略円筒形状である。このような態様では、カートリッジ５０の長手方向に延びる管状部
３９の外面は、喫煙物品１０の一般的なロッド状構造体のための構造を提供するのに協働
するように作用する。さらに、長手方向に延びる部分の内面は、カートリッジの内側範囲
を画定するように作用する。いくつかの例では、長手方向に延びる管状部３９の外面は、
カートリッジ５０がそれに沿って長手方向に延びる溝付き構成を有するように適切に構成
されてもよい。すなわち、様々な態様では、カートリッジ５０は、長手方向に延びる側壁
と、対向する端部とを有する直円筒または溝付き円筒として構成されてもよい。図示した
実施形態では、管状部３９の長手方向に延びる表面または側壁は、そこを通る大気の通過
に対して実質的に不透過性であってよい。
【００４５】
　典型的には、円筒形カートリッジ５０は、好適に適合された端キャップまたは他の好適
な封止機構によって、長手方向に延びる管状部３９の穿孔された上流端および下流端のそ
れぞれを覆うことによって提供される。最も好ましくは、端キャップは、空気が上流端キ
ャップを通過し、管状部の内側範囲を通過し、下流端キャップから出ることができるよう
に、大気に対して透過性である。このように、各端キャップは、網目状材料を使用して構
成することができるか、一連の穿孔４３、４５を有するように構成して、空気を通過させ
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ることができる。その結果、それぞれの端キャップを用いて各端で封止された管状部の組
合せにより、有効なレセプタクル、包囲体または容器として作用する円筒形状のカートリ
ッジが提供される。いくつかの態様では、端キャップ、端壁、またはカートリッジ５０の
長手方向軸に対して横方向に延びる任意の他の構造は、カートリッジ５０の残りの部分（
すなわち、側壁）と同じ材料から構成されてもよい。しかしながら、他の例では、端キャ
ップ、端壁、またはカートリッジ５０の長手方向軸に対して横方向に延びる任意の他の構
造が、熱伝導材料から構成されて、カートリッジ５０を通る加熱された空気の通過を容易
にし促進することが好ましい場合がある。したがって、このようなカートリッジ５０は、
熱伝導材料から形成された端キャップ、端壁、またはカートリッジ５０の長手方向軸に対
して横方向に延びる任意の他の構造から構成されてもよく、カートリッジ５０の側壁また
は円筒体は、断熱性の特性を示す材料から形成されていてもよい。
【００４６】
　場合により、封止されたカートリッジ５０の長手方向に延びる管状部３９の長さ（また
は長さの一部）の外面が、断熱材５８の特性を示す材料に取り囲まれるか、巻き付かれる
か、覆われてもよい。すなわち、特定の態様では、断熱要素５８が発熱カートリッジ５０
に沿って点火端１４からエアロゾル生成部７５に向かって長手方向に延びるように、断熱
要素５８が発熱カートリッジ５０の周りに巻き付けられてもよい。いくつかの態様では、
断熱要素５８は、必要または所望に応じて、エアロゾル生成部の全長の一部または全長に
わたって発熱セグメント３５から長手方向に延びてもよい。このような断熱要素５８は、
例えば、ガラス繊維マット、断熱コーティング、断熱塗料、ガラススリーブまたはセラミ
ックスリーブを含んでもよい。断熱材料のタイプの他の例、代表的な断熱組立体ならびに
喫煙物品構成要素の断熱組立体を製造するための様式および方法は、参照により本明細書
に組み込まれるＰｒｙｏｒらの米国特許第４，８０７，８０９号明細書、Ｈａｎｃｏｃｋ
らの米国特許第４，８９３，６３７号明細書、Ｂａｒｎｅｓらの米国特許第４，９３８，
２３８号明細書、Ｓｈａｎｎｏｎらの米国特許第５，０２７，８３６号明細書、Ｌａｗｓ
ｏｎらの米国特許第５，０６５，７７６号明細書、Ｗｈｉｔｅらの米国特許第５，１０５
，８３８号明細書、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第５，１１９，８３７号明細書、Ｃｌ
ｅａｒｍａｎらの米国特許第５，２４７，９４７号明細書、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特
許第５，３０３，７２０号明細書、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許第５，３４５，９５５
号明細書、Ｃａｓｅｙ，ＩＩＩらの米国特許第５，３９６，９１１号明細書、Ｗｈｉｔｅ
の米国特許第５，５４６，９６５号明細書、Ｍｅｉｒｉｎｇらの米国特許第５，７２７，
５７１号明細書、Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎらの米国特許第５，９０２，４３１号明細書、Ｃｏ
ｏｋらの米国特許第５，９４４，０２５号明細書、Ｔｈｏｍａｓらの米国特許第８，４２
４，５３８号明細書、Ｓｅｂａｓｔｉａｎらの米国特許第８，４６４，７２６号明細書お
よびＣｒｏｏｋｓらの米国特許第８，６７８，０１３号明細書ならびに２０１５年８月３
１日に出願されたＢｅｅｓｏｎらの米国特許出願番号第１４／８４０１７８号に記載され
ている。
【００４７】
　発熱セグメント３５には、エアロゾル生成部７５を介してエアロゾルを生成するのに使
用するために、燃焼して熱を生成する可燃性成分６３（すなわち、着火可能な燃料要素）
が組み込まれていてもよい。いくつかの態様では、可燃性成分６３は、カートリッジ５０
内に収容されるか、密閉される。他の態様では、可燃性成分６３は、カートリッジ５０上
に被覆されるか、カートリッジ５０の一部として形成されるか、そうでなければカートリ
ッジ５０と関連付けられてもよい。すなわち、いくつかの例では、着火可能な燃料要素／
可燃性成分６３は、発熱カートリッジ５０の内面または発熱カートリッジ５０内に配置さ
れた物体またはその部分もしくはピースに塗布されたコーティングを含んでもよい。
【００４８】
　可燃性成分６３の形態は変更可能である。カートリッジ５０内に収容された可燃性成分
６３は、単一部材として構成することができる。その代表的なワンピース可燃性成分６３
は、略円筒形の形状を有してもよく、好ましくは、熱源カートリッジ５０によって画定さ
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れた略円筒形の区画内に収容または配置され、その中で定位置に維持または固定されるよ
うに構成される。典型的には、ワンピース可燃性成分６３は、その長手方向に延びる外面
に、長手方向に延びる溝を有することができる。可燃性成分６３はまた、それを通る長手
方向に延びる空気通路を画定することができる。例えば、参照により本明細書に組み込ま
れるＣｌｅａｒｍａｎらの米国特許第４，９８９，６１９号明細書およびＢａｎｅｒｊｅ
ｅらの米国特許第８，４６９，０３５号明細書ならびにＣｏｎｎｅｒらの米国特許出願公
開第２０１５／００８３１５０号明細書に記載されている代表的な押出し炭素質熱源の構
成のタイプを参照されたい。
【００４９】
　あるいは、好ましくは、可燃性成分６３は、少なくとも２つの部分またはピースから構
成され、少なくとも２つの部分またはピースとして使用されてもよい。例えば、特定の好
ましい態様では、可燃性成分６３は、部分もしくはピース６５の複数の形態または部分も
しくはピース６５の複数の集合体を有する。このような部分またはピースは、典型的には
、サイズが比較的小さく、フレーク、球、円筒、チューブ、リング、立方体、シート状材
料の細ピース、螺旋ストランド、長い紐状もしくはテープ状ストランド、大量の材料を粉
砕することによって生成された不規則なピースなどを有することができる。これらの部分
またはピースは、本質的に顆粒状であってもよい。特定の実施形態では、可燃性成分６３
のあらゆる部分またはピースは、同じ一般的なサイズおよび形状であってよい（例えば、
カートリッジ５０内のあらゆる部分またはピースが、本質的に同一サイズの球状ビーズか
ら構成され得るか、あらゆる部分またはピースが、同等のサイズの顆粒の形態を有するこ
とができる）。特定の実施形態では、可燃性成分６３の部分またはピースは、サイズおよ
び形状が異なっていてもよい（例えば、カートリッジ５０内の部分またはピース６５が、
様々なサイズの球状ビーズから構成され得るか、部分またはピース６５が、球状ビーズと
顆粒との混合物の形態を有することができる）。好ましくは、可燃性成分６３の部分およ
びピース６５がカートリッジ５０内に保持されるように、部分またはピース６５は十分に
大きいサイズであり、カートリッジ５０の各端の穿孔４３、４５は十分に小さい。
【００５０】
　いくつかの例では、カートリッジ５０は、限られた量の部分またはピースのみを含んで
もよく、内部の空間のリマインダは空（空隙）のままであってよいか、（すなわち、カー
トリッジ５０内の定位置にビーズ／顆粒を保持するために）フィラー材料で充填してもよ
い。いくつかの例では、カートリッジ５０によって画定される区画を占める部分またはピ
ース６５によって画定される空隙は、例えば、燃焼に利用可能な可燃性成分６３の部分ま
たはピース６５の表面積を増大させるように作用してもよく、および／またはこれらの部
分またはピース６５の着火を容易にしてもよい。いくつかの態様では、内部に部分または
ピース６５を収容しているカートリッジ５０の区画は、約５％超の空隙（すなわち、細か
い顆粒状の材料の場合）が残るように、いくつかの例では約１０％超の空隙および他の例
では最大約３０％または４０％の空隙（すなわち、比較的大きな部分またはピースの場合
）が残るように、部分またはピースで充填されてもよい。区画内に含まれる部分またはピ
ースの数は変更可能である。部分またはピースの量は、一般に２５を超え、典型的には５
０を超え、好ましくは１００を超えるが、部分またはピースの量は、典型的には１０００
を超えない。例えば、比較的大きな部分またはピースが、カートリッジ５０の区画内に約
１００から約１５０の部分またはピースをもたらしてもよい。細かい顆粒状の材料の場合
には、区画は約６００から約８００の部分またはピースを収容してもよい。いずれにせよ
、当業者であれば、可燃性成分６３のこのような部分またはピース６５を収容するカート
リッジ５０が、その中の空隙の十分な連続性を有して、喫煙物品１０の使用者によって与
えられた吸引に応答してカートリッジ５０を通って吸引される空気のための１つ以上の経
路を提供することを理解するであろう。
【００５１】
　最も好ましくは、可燃性成分６３は、清浄燃焼性可燃性材料から構成されているか、清
浄燃焼性可燃性材料が組み込まれている。そのような材料は、典型的には、好適な炭素質



(15) JP 2019-503669 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

材料を選択することによって提供することができる。このような可燃性炭素質材料は一般
に炭素含量が高い。好ましい炭素質材料は、主に炭素から構成され、典型的には、乾燥重
量基準で約６０％超、一般に約７０％超、多くの場合約８０％超、さらに頻繁に約９０％
超の炭素含量を有する。可燃性成分６３にはまた、可燃性炭素質材料以外の成分または要
素を組み込むことができる（例えば、粉末タバコまたはタバコ抽出物などのタバコ成分、
香味剤、塩化ナトリウム、塩化カリウムおよび炭酸ナトリウムなどの塩、熱安定性グラフ
ァイト繊維、酸化鉄粉末、ガラスフィラメント、粉末炭酸カルシウム、アルミナ顆粒、ア
ンモニア塩などのアンモニア源および／またはグアーガム、アルギン酸アンモニウムおよ
びアルギン酸ナトリウムなどの結合剤）。
【００５２】
　「Ｐｒｅｍｉｅｒ」、「Ｅｃｌｉｐｓｅ」、「Ｒｅｖｏ」および「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ
　Ｏｎｅ」という商品名で市販されているシガレットに組み込まれているタイプの燃料要
素配合物を使用して、好適な可燃性成分６３を提供することができる。さらに、代表的な
タイプの可燃性成分の成分および配合物は、参照により本明細書に組み込まれるＲａｉｎ
ｅｒらの米国特許第４，２１９，０３１号明細書、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第４，
７１４，０８２号明細書、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許第４，７５６，３１８号明細書
、Ｒｏｂｅｒｔｓらの米国特許第４，８１９，６５５号明細書、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米
国特許第４，８８１，５５６号明細書、Ｌａｗｒｅｎｃｅらの米国特許第４，９２０，９
９０号明細書、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許第４，９８９，６１９号明細書、Ｒｏｂｉ
ｎｓｏｎらの米国特許第５，００７，４４０号明細書、Ｆａｒｒｉｅｒらの米国特許第５
，０２０，５４８号明細書、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許第５，０２７，８３７号明細
書、Ｌｅｈｍａｎの米国特許第５，０６０，６７３号明細書、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国
特許第５，０６７，４９９号明細書、Ｆａｒｒｉｅｒらの米国特許第５，０７６，２９７
号明細書、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許第５，０９９，８６１号明細書、Ｂａｎｅｒｊ
ｅｅらの米国特許第５，１０５，８３１号明細書、Ｗｈｉｔｅらの米国特許第５，１２９
，４０９号明細書、Ｂｅｓｔらの米国特許第５，１４８，８２１号明細書、Ｃｌｅａｒｍ
ａｎらの米国特許第５，１５６，１７０号明細書、Ｒｉｇｇｓらの米国特許第５，１７８
，１６７号明細書、Ｓｈａｎｎｏｎらの米国特許第５，２１１，６８４号明細書、Ｃｌｅ
ａｒｍａｎらの米国特許第５，２４７，９４７号明細書、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許
第５，３４５，９５５号明細書、Ｂａｒｎｅｓらの米国特許第５，４６１，８７９号明細
書、Ｂａｒｎｅｓらの米国特許第５，４６９，８７１号明細書、Ｒｉｇｇｓの米国特許第
５，５５１，４５１号明細書、Ｍｅｉｒｉｎｇらの米国特許第５，５６０，３７６号明細
書、Ｍｅｉｒｉｎｇらの米国特許第５，７０６，８３４号明細書、Ｍｅｉｒｉｎｇらの米
国特許第５，７２７，５７１号明細書、Ｂｏｒｓｃｈｋｅらの米国特許第７，８３６，８
９７号明細書、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第８，１１９，５５５号明細書、Ｂａｎｅ
ｒｊｅｅらの米国特許第８，６１７，２６３号明細書およびＣｒｏｏｋｓの米国特許第８
，６７８，０１３号明細書、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許出願公開第２００５／０２７
４３９０号明細書、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許出願公開第２００７／０２１５１６８
号明細書、Ｔａｋｅｕｃｈｉらの米国特許出願公開第２００９／００４４８１８号明細書
、Ｓｔｏｎｅらの米国特許出願公開第２０１２／００４２８８５号明細書、Ｓｔｏｎｅら
の米国特許出願公開第２０１３／０２６９７２０号明細書およびＣｏｎｎｅｒらの米国特
許出願公開第２０１５／００８３１５０号明細書ならびに２０１５年６月３０日に出願さ
れたＮｏｒｄｓｋｏｇらの米国特許出願番号第１４／７５５，２０５号および２０１５年
８月３１日に出願されたＢｅｅｓｏｎらの米国特許出願番号第１４／８４０１７８号に記
載されている。
【００５３】
　場合により、可燃性成分６３の部分またはピース６５は、粘着性物質、例えば、シロッ
プ、結合剤、接着剤材料などによって処理することができる。このように、凝集性または
粘着性の可燃性成分６３を提供するように様々な部分およびピース６５を処理して、例え
ば、個々の部分もしくはピース６５の移動の影響、またはカートリッジ５０内などへのそ
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の挿入を妨げる可燃性成分６３の変形もしくは分離を最小限に抑えることができる。した
がって、可燃性成分６３を含む部分またはピース６５の一般的な物理的完全性を維持する
様式または方法が提供される。
【００５４】
　他の態様では、可燃性成分６３は、複数の不規則形状の顆粒状の部分またはピース６５
の形態を有してもよく、これらのピース６５は、略円筒形の熱源カートリッジ５０の中空
の内部領域を実質的に充填するようなサイズおよび数である。これらのピース６５の位置
決めのランダムな性質は、これらのピース６５の間に空隙または空間を生じ得る。典型的
には、可燃性成分の顆粒は、清浄燃焼性炭素質材料から構成される。しかしながら、他の
可燃性材料（例えば、タバコ材料の部分またはピース）も、炭素質材料と組み合わせて、
少量の風味付けされた煙を提供することができる。場合により、可燃性顆粒は、様々な可
燃性顆粒の物理的分離をもたらす不燃性材料（例えば、ガラスビーズ）と混合することが
できる。
【００５５】
　エアロゾル生成セグメント７５は、発熱セグメント３５の下流（すなわち、吸い口端１
８に向かって）に、それとの熱伝達関係で（例えば、熱伝導によって）配置される。特定
の態様では、発熱セグメント３５は、エアロゾル生成セグメント７５と端と端とを接した
直列関係で軸方向に整列している。好ましくは、これらのセグメントは、互いに物理的に
接触している（すなわち、発熱セグメント３５の下流端がエアロゾル生成セグメント７５
の上流端に接している）。好ましくは、これらのセグメント３５、７５の一般的な断面形
状および寸法は、喫煙物品１０の長手方向軸に対して横方向に見た場合に、本質的に互い
に同一である。これらのセグメント３５、７５の物理的配置では、好ましくは、使用中に
可燃性成分６３が燃焼される時間全体にわたって、（例えば、伝導性および対流性の熱伝
達を含む機構によって）発熱セグメント３５から隣接するエアロゾル生成セグメント７５
へ熱が伝達される。
【００５６】
　エアロゾル生成セグメント７５は、それ自体がエアロゾル形成剤またはエアロゾル形成
物質であり、および／またはそうでなければエアロゾル形成剤または材料のための担体と
して作用する基材材料８５を含む。例えば、エアロゾル生成セグメント７５は、加工助剤
、香味剤および／またはエアロゾル形成材料またはエアロゾル前駆物質（例えば、グリセ
リンおよび／またはプロピレングリコール）を有するか、組み込むか、担持する再構成タ
バコ材料を含むことができる。エアロゾル生成セグメント７５の前述の構成要素は、紙と
アルミニウム箔との積層シートによって提供されるような包装材料９０内に配置され、そ
れによって囲まれ得る。包装材料９０は、喫煙物品１０の点火端１４から（例えば発熱セ
グメント３５から）、エアロゾル生成セグメント７５またはその構成要素への熱の伝達を
容易にするように構成することができる。したがって、発熱セグメント３５によって生成
された熱は、エアロゾル生成セグメント７５に供給され伝達され、基材材料８５に関連す
るエアロゾル形成材料を揮発させ、その結果、エアロゾル形成または生成をもたらす。エ
アロゾル生成セグメント７５の上流端および下流端の両方は、その中に収容された基材材
料８５が両方の長手方向端に露出するように開いている。このように、発熱セグメント３
５からの熱は、エアロゾル生成セグメント７５に含まれた基材材料８５と直接的に係合し
てもよい。
【００５７】
　場合により、発熱セグメント３５およびエアロゾル生成セグメント７５は、それらの間
に緩衝領域またはスペーサセグメント７６を有するか、画定することができる。すなわち
、これらのセグメント３５、７５は、互いに対して長手方向に離間した関係で任意に配置
することができる。このように、これらのセグメント３５、７５は、隣接する端と端とを
接した関係で配置されるのではなく、空隙、または不燃性材料（例えば、金属、セラミッ
ク材料またはそれらの組合せなどの材料から製造された熱伝導性および通気性の材料）で
部分的もしくは実質的に完全に充填された領域を形成するように構成することができる。



(17) JP 2019-503669 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

例えば、緩衝領域７６には、触媒材料、例えば、セリウムまたは銅イオンまたは酸化物お
よび／またはセリウムおよび銅イオンの塩を組み込んだ材料を組み込むことができる。例
えば、参照により本明細書に組み込まれるＢａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第８，４６９，
０３５号明細書およびＢａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第８，６１７，２６３号明細書なら
びにＢａｎｅｒｊｅｅらの米国特許出願公開第２００７／０２１５１６８号明細書を参照
されたい。存在する場合、代表的な緩衝領域は、喫煙物品１０の長さに沿って約１ｍｍか
ら約１０ｍｍまで延びることができるが、その長さは、発熱セグメント３５とエアロゾル
生成セグメント７５との間で約２ｍｍから約５ｍｍであることが多い。
【００５８】
　エアロゾル生成セグメント７５の構成要素は変更可能である。このセグメント７５には
、使用中に喫煙物品１０を通って吸入される空気中で気化、エアロゾル化または同伴され
得る成分または要素を組み込む。最も好ましくは、これらの成分は、別個にまたは組み合
わせて、感覚および感覚刺激作用（例えば、香り、風味、口当たり、視認できるエアロゾ
ル感覚など）を提供する。吸い口端１８を吸引中に喫煙者の口に吸引されるエアロゾル生
成セグメント７５の成分または要素の例には、水（例えば、水蒸気として）、視認できる
エアロゾル形成材料（例えば、グリセリンおよび／またはプロピレングリコール）、様々
な揮発性風味（例えば、バニリン、メントールなど）、タバコの揮発性成分（例えば、ニ
コチン）などが挙げられる。
【００５９】
　好ましいエアロゾル形成材料は、それに十分な熱を加えた際に、そうでなければ喫煙物
品１０の成分によってもたらされるエアロゾル形成条件の作用により、視認できるエアロ
ゾルを生成する。非常に好ましいエアロゾル形成材料は、「煙状」であると考えられる視
認できるエアロゾルを生成する。好ましいエアロゾル形成材料は、タバコを燃焼させるこ
とによって生成される煙の化学的性質と比較して、化学的に単純である。好ましい視認で
きるエアロゾル形成材料はポリオールであり、好ましいエアロゾル形成材料の例には、グ
リセリン、プロピレングリコールおよびそれらの混合物が挙げられる。所望に応じて、エ
アロゾル形成材料は、水などの他の液体材料と組み合わせることができる。例えば、エア
ロゾル形成材料配合物には、グリセリンと水との混合物またはプロピレングリコールと水
との混合物を組み込むことができる。例えば、参照により本明細書に組み込まれるＳｅｎ
ｓａｂａｕｇｈ，Ｊｒ．らの米国特許第４，７９３，３６５号明細書、Ｊａｋｏｂらの米
国特許第５，１０１，８３９号明細書およびＣｒｏｏｋｓらの米国特許第８，６７８，０
１３号明細書ならびにＢｉｇｇｓらのＰＣＴ国際公開第９８／５７５５６号明細書で参照
されている様々なエアロゾル形成材料を参照されたい。
【００６０】
　エアロゾル生成セグメント７５の基材材料８５は変更可能である。好適な基材材料なら
びに関連するエアロゾル形成材料およびそれらの基材材料によって担持された添加剤は、
「Ｐｒｅｍｉｅｒ」、「Ｅｃｌｉｐｓｅ」、「Ｒｅｖｏ」および「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ　
Ｏｎｅ」という商品名で市販されているシガレットのタイプに組み込まれている。基材材
料８５は、何らかの形態のタバコを組み込むことができるか、主にタバコから構成され得
るか、実質的にあらゆるタバコ材料によって提供され得る。例えば、いくつかの実施形態
では、基材材料全体の少なくとも一部が、本質的に従来のフィラーの形態で（例えば、カ
ットフィラーとして）使用される。しかしながら、好適な基材材料、およびエアロゾル形
成材料（キャストシートおよび紙型再構成タバコ材料を含む）を組み込んだ基材配合物も
、参照により本明細書に組み込まれるＳｅｎｓａｂａｕｇｈらの米国特許第４，７９３，
３６５号明細書、Ｗｈｉｔｅの米国特許第４，８９３，６３９号明細書、Ｃｌｅａｒｍａ
ｎらの米国特許第５，０９９，８６１号明細書、Ｊａｋｏｂらの米国特許第５，１０１，
８３９号明細書、Ｇｅｎｔｒｙらの米国特許第５，１０５，８３６号明細書、Ｃｌｅａｒ
ｍａｎらの米国特許第５，１０９，１２２号明細書、Ｂｒｉｎｋｌｅｙらの米国特許第５
，１５９，９４２号明細書、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許第５，２０３，３５５号明細
書、Ａｒｚｏｎｉｃｏらの米国特許第５，２７１，４１９号明細書、Ｌｅｋｗａｕｗａら
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の米国特許第５，３２７，９１７号明細書、Ｃａｓｅｙ，ＩＩＩらの米国特許第５，３９
６，９１１号明細書、Ｙｏｕｎｇらの米国特許第５，５３３，５３０号明細書、Ｃｌｅａ
ｒｍａｎの米国特許第５，５８８，４４６号明細書、Ｊａｋｏｂらの米国特許第５，５９
８，８６８号明細書、Ｙｏｕｎｇらの米国特許第５，７１５，８４４号明細書、Ｂｅｅｓ
ｏｎらの米国特許第６，３７８，５２８号明細書およびＣｒｏｏｋｓらの米国特許第８，
６７８，０１３号明細書ならびにＮｅｓｔｏｒらの米国特許出願公開第２００５／００６
６９８６号明細書、Ｃｏｎｎｅｒらの米国特許出願公開第２０１２／００６７３６０号明
細書およびＡｄｅｍｅらの米国特許出願公開２０１５／０１５７０５２号明細書に記載さ
れている。さらに、基材材料は、Ｃｏｎｎｅｒらの米国特許第８，８３９，７９９号明細
書に記載されているタイプの形態もしくは構成、Ｐｒｙｏｒらの米国特許第４，８０７，
８０９号明細書に概説されているタイプの技術を使用した寄せ集めたウェブまたはシート
として、またはＲａｋｅｒの米国特許第５，０２５，８１４号明細書に概説されているタ
イプの技術を使用した複数の長手方向に延びるストランドに細断されたウェブまたはシー
トの形態を有することができ、これらの各々は参照により本明細書に組み込まれる。
【００６１】
　発熱セグメント３５およびエアロゾル生成セグメント７５が喫煙物品１０に沿って互い
に対して定位置に維持される様式は、変更可能である。典型的には、これらのセグメント
３５、７５は、これらのセグメント３５、７５の長手方向に延びる表面を覆う長手方向に
延びる巻紙（ｐａｐｅｒ　ｗｒａｐ）９３を使用して定位置に固定される。このように、
これらのセグメント３５、７５を組み合わせることによって、エアロゾル生成システム９
２が提供される。
【００６２】
　エアロゾル生成セグメント７５の下流に（すなわち、吸い口端１８に向かって）タバコ
ロールセグメント９５が配置されてもよい。タバコロールセグメント９５は、紙１０６に
よって長手方向に覆われたタバコカットフィラー１０１のピースから構成されてもよい。
タバコロールセグメント９５の上流端および下流端の両方は、その中に収容されたタバコ
カットフィラー１０１が両方の長手方向端に露出するように開いている。エアロゾル生成
セグメント７５は、タバコロールセグメント９５と長手方向の端と端とを接した直列関係
で軸方向に整列している。好ましくは、これらのセグメント７５、９５は、互いに物理的
に接触している（すなわち、エアロゾル生成セグメント７５の下流端がタバコロールセグ
メント９５の上流端に接している）。これらのセグメント７５．９５の物理的配置では、
好ましくは、エアロゾルがタバコロールセグメント９５を通過する際に、エアロゾル生成
セグメント７５を出るエアロゾルが、タバコカットフィラー１０１によって供給されるタ
バコ風味によって風味付けされる。
【００６３】
　喫煙物品１０内には、様々な組合せおよび種類の香味剤（喫煙物品１０の主流エアロゾ
ルの感覚および／または感覚刺激特性または性質を変える様々な材料を含む）を組み込む
ことができる。例えば、喫煙物品１０の基材材料８５および様々な他のタバコまたは他の
成分（例えば、発熱セグメント３５内に任意に配置される成分、ならびにタバコロールセ
グメント９５内の成分）は、ケーシングおよび／またはトップドレッシング成分などのシ
ガレットの製造のために従来使用されているタイプのタバコ添加剤によって処理すること
ができる。例えば、参照により本明細書に組み込まれるＣｒｏｏｋｓらの米国特許第８，
６７８，０１３号明細書に記載された成分のタイプを参照されたい。
【００６４】
　喫煙物品１０は、好ましくは、フィルタ要素セグメント１３５などの好適なマウスピー
スを含む。フィルタ要素セグメント１３５は、喫煙物品１０の吸い口極端１８に配置され
、これらのセグメント９５、１３５が長手方向の端と端とを接した直列関係で軸方向に整
列し、互いに接触し、それらの間に障壁または空間がないように、タバコロール９５の下
流端に配置される。好ましくは、これらのセグメント９５、１３５の一般的な断面形状お
よび寸法は、喫煙物品１０の長手方向軸に対して横方向に見た場合に、本質的に互いに同
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一である。フィルタ要素１３５は、外装プラグラップ材料１４２によって、その長手方向
に延びる表面に沿って覆われたフィルタ材料１４０を含むことができる。一例では、フィ
ルタ材料１４０は、可塑化酢酸セルローストウまたは他の好適なシガレットタイプのフィ
ルタ材料を含む。フィルタ要素１３５の両端部は、好ましくは、その中に収容されたフィ
ルタ材料１４０が両方の長手方向端に露出され、ユーザによって吸い口端１８に与えられ
た吸引に応答してエアロゾルを通過させることができるように開いている。
【００６５】
　タバコロールセグメント９５およびフィルタ要素セグメント１３５が喫煙物品１０に沿
って長手方向に互いに対して定位置に維持される様式は、変更可能である。典型的には、
これらのセグメント９５、１３５は、これらのセグメント９５、１３５の長手方向に延び
る表面を覆う長手方向に延びる巻紙またはオーバーラップ１５０を使用して定位置に固定
される。このように、これらのセグメント９５、１３５を組み合わせることによって、吸
い口端セグメント１５２が提供される。
【００６６】
　エアロゾル生成システム９２は、好ましくは、チッピング材料１５５を用いて吸い口端
セグメント１５２に取り付けられる。好ましくは、エアロゾル生成システム９２および吸
い口端セグメント１５２の一般的な断面形状および寸法は、喫煙物品１０の長手方向軸に
対して横方向に見た場合に、本質的に互いに同一である。典型的には、これらのセグメン
ト９２、１５２は、吸い口端セグメント１５２の外側の長手方向に延びる表面およびエア
ロゾル生成システム９２の隣接する下流側外側の長手方向に延びる表面を覆う長手方向に
延びるチッピング材料１５５を使用することにより、定位置に固定される。このように、
これらのセグメント９２、１５２を組み合わせることにより、本開示の一態様による完全
に組み立てられた４セグメントの喫煙物品１０が提供される。
【００６７】
　喫煙物品１０は、場合により、１つの穿孔または一連の穿孔１６０などの空気希釈設備
を含むことができ、その各々は、チッピング材料１５５、吸い口端セグメントオーバーラ
ップ１５０およびフィルタプラグラップ材料１４２を通ってフィルタ材料１４０まで延び
てもよい。あるいは、様々な穿孔１６０は、図１に示されているものよりも上流の領域の
リングとして、喫煙物品１０の周りに延びることができる。
【００６８】
　フィルタ要素セグメント１３５は、場合により、１つ以上の圧潰可能な風味カプセル２
００を有することができる（例えば、図２参照）。破壊可能なカプセルを処理し、これら
の破壊可能なカプセルを喫煙物品の構成要素および蒸気送達システムに組み込む多くの方
法が提案されている。例えば、喫煙物品、破壊可能なカプセルを組み込んだ喫煙物品構成
要素ならびにそれらの喫煙物品構成要素の製造に関連する装置および技術に使用するのに
適した様々なタイプのカプセルが、各々が参照により本明細書に組み込まれるＭａｃＡｄ
ａｍらの米国特許第６，６３１，７２２号明細書、Ｔｈｏｍａｓらの米国特許第７，４７
９，０９８号明細書、Ｄｅａｌの米国特許第７，８３３，１４６号明細書、Ｄｕｂｅらの
米国特許第７，９８４，７１９号明細書、Ｓｔｏｋｅｓらの米国特許第７，９７２，２５
４号明細書、Ａｄｅｍｅらの米国特許第８，１８６，３５９号明細書、Ｂａｒｎｅｓらの
米国特許第８，２６２，５５０号明細書、Ｎｅｌｓｏｎらの米国特許第８，３０８，６２
３号明細書、Ｇａｒｔｈａｆｆｎｅｒらの米国特許第８，３５３，８１０号明細書、Ｇａ
ｒｔｈａｆｆｎｅｒらの米国特許第８，３８１，９４７号明細書、Ｋａｒｌｅｓらの米国
特許第８，４５９，２７２号明細書、Ｆａｇｇの米国特許第８，７３９，８０２号明細書
、Ｄｉｘｏｎらの米国特許第８，９０５，２４３号明細書およびＨｅｎｌｅｙらの米国特
許第９，０５５，７６８号明細書、Ｐｒｅｓｔｉａらの米国特許出願公開第２０１０／０
１８４５７６号明細書、Ｉｌｉｅｖらの米国特許出願公開第２０１１／００５３７４５号
明細書、Ｃａｒｐｅｎｔｅｒらの米国特許出願公開第２０１１／０２７１９６８号明細書
、Ｈｅｎｌｅｙらの、およびＮｏｖａｋ　ＩＩＩらの米国特許出願公開第２０１３／００
８５０５２号明細書ならびに２０１５年８月２６日に出願されたＡｄｅｍｅの米国特許出
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願番号第１４／８３５９６２号に提案されている。さらに、破壊可能なカプセルを組み込
んだフィルタ要素を有する代表的なシガレット製品が、「Ｍａｒｌｂｏｒｏ　Ｗ－Ｂｕｒ
ｓｔ　５」、「Ｋｅｎｔ　ｉＳｗｉｔｃｈ」、「Ｋｏｏｌ　Ｂｏｏｓｔ」、「Ｃａｍｅｌ
　Ｌｉｇｈｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｍｅｎｔｈｏｌ　Ｂｏｏｓｔ」、「Ｃａｍｅｌ　Ｃｒｕｓｈ
」、「Ｃａｍｅｌ　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｍｅｎｔｈｏｌ」、「Ｃａｍｅｌ　Ｆｉｌｔｅｒｓ　
Ｍｅｎｔｈｏｌ」および「Ｃａｍｅｌ　Ｃｒｕｓｈ　Ｂｏｌｄ」などの商品名で世界中で
販売されている。
【００６９】
　例示的なタイプのカプセル、カプセル成分、カプセル構成およびフォーマット、カプセ
ルサイズ、カプセル特性ならびにカプセル調製技術が、参照により本明細書に組み込まれ
るＴａｋｅｉらの米国特許第５，２２３，１８５号明細書、Ｔａｋｅｉの米国特許第５，
３８７，０９３号明細書、Ｓｕｚｕｋｉらの米国特許第５，８８２，６８０号明細書、Ｎ
ａｋａｍｕｒａらの米国特許第６，７１９，９３３号明細書、Ｍａｎｅの米国特許第７，
７５４，２３９号明細書、Ｆｏｎｋｗｅらの米国特許第６，９４９，２５６号明細書、Ｄ
ｕｂｅらの米国特許第７，９８４，７１９号明細書、Ｚｈａｎｇの米国特許第８，４７０
，２１５号明細書およびＤｕｂｅの米国特許第８，６９５，６０９号明細書、Ｓｃｈｏｅ
ｎｈａｒｄの米国特許出願公開第２００４／０２２４０２０号明細書、Ｂｅｄｎａｒｚら
の米国特許出願公開第２００５／０１９６４３７号明細書、Ｓｃｏｔｔらの米国特許出願
公開第２００５／０２４９６７６号明細書およびＨａｒｔｍａｎｎらの米国特許出願公開
第２０１４／００５３８５５号明細書ならびにＫｉｍのＰＣＴ国際公開第０３／００９７
１１号明細書およびＩｗａｔａｎｉのＰＣＴ国際公開第２０１４／１７０９４７号明細書
に記載されている。さらに、代表的なタイプのカプセルおよびカプセル構成要素の例が、
Ｙｏｓｈａ！によって「Ｍｏｍｉｎｔｓ」として市販されている。Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ
ｓ，Ｉｎｃ．、およびＨｅｒｓｈｅｙ　Ｃｏｍｐａｎｙの「Ｉｃｅ　Ｂｒｅａｋｅｒｓ　
Ｌｉｑｕｉｄ　Ｉｃｅ」ならびに代表的なタイプのカプセルおよびカプセル構成要素が、
Ｃａｄｂｕｒｙ　Ａｄａｍｓ　ＵＳＡによって「Ｃｉｎｎａｂｕｒｓｔ」という商品名で
市販されているガムのタイプなどのチューインガムに組み込まれている。
【００７０】
　いくつかの態様では、喫煙物品１０のフィルタ要素セグメント３５は、例えば、酢酸セ
ルロースチューブフィルタセグメントの形態の上流セグメントと、低効率の可塑化酢酸セ
ルローストウセグメントの形態の下流セグメントとを含むマルチピースフィルタ要素を含
んでもよい。しかしながら、当業者であれば、このようなマルチピースフィルタ要素が、
多くの異なる様式で形成および構成され得ることを理解するであろう。
【００７１】
　喫煙物品１０の構成に関連して、様々な既知の構成要素を使用することができる。これ
らの構成要素には、例えば、既知の包装材料、熱伝導材料、金属箔および箔積層体、タバ
コロール、吸い口端ピース、フィルタ要素、プラグラップ、チッピング材料ならびに接着
剤が含まれる。さらに、喫煙物品には、広範囲の既知のタバコタイプ、タバコの形態およ
びそれらの混合物のいずれかを組み込むことができる。例えば、各々が参照により本明細
書に組み込まれるＣｌｅａｒｍａｎらの米国特許第５，１８３，０６２号明細書、Ｃｌｅ
ａｒｍａｎらの米国特許第５，２０３，３５５号明細書、Ｃｌｅａｒｍａｎの米国特許第
５，５８８，４４６号明細書、Ｆａｇｇらの米国特許第５，７２４，９９７号明細書、Ｍ
ａｒｔｏｎの米国特許第６，８４９，０８５号明細書およびＣｒｏｏｋｓらの米国特許第
８，６７８，０１３号明細書、Ａｄｅｍｅらの米国特許出願公開第２０１５／０１５７０
５２号明細書ならびに２０１５年８月３１日に出願されたＢｅｅｓｏｎらの米国特許出願
番号第１４／８４０１７８号に記載され参照されている代表的なタイプの構成要素を参照
されたい。チッピング材料の追加の例は、各々が参照により本明細書に組み込まれるＤｕ
ｂｅらの米国特許第７，７８９，０８９号明細書およびＣｒｏｏｋｓらの米国特許出願公
開第２００７／０２１５１６７号明細書、Ｊｏｙｃｅらの米国特許出願公開第２０１０／
０１０８０８１号明細書、Ｎｏｒｍａｎらの米国特許出願公開第２０１０／０１０８０８
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４号明細書およびＡｄｅｍｅらの米国特許出願公開第２０１３／０１６７８４９号明細書
ならびにＤｉｔｔｒｉｃｈらのＰＣＴ特許出願公開第２０１３／１６０６７１号明細書に
記載されている。「Ｐｒｅｍｉｅｒ」、「Ｅｃｌｉｐｓｅ」、「Ｒｅｖｏ」および「Ｓｔ
ｅａｍ　Ｈｏｔ　Ｏｎｅ」という商品名で市販されている構造タイプのシガレットに使用
されているタイプの材料も参照されたい。
【００７２】
　代表的なタイプの喫煙物品を組み立てるのに好適な様式および方法は、各々が参照によ
り本明細書に組み込まれるＢａｒｎｅｓらの米国特許第５，４６９，８７１号明細書およ
びＣｒｏｏｋｓらの米国特許第８，６７８，０１３号明細書およびＳｔｏｎｅらの米国特
許出願公開第２０１２／００４２８８５号明細書、Ｃｏｎｎｅｒらの米国特許出願公開第
２０１２／００６７３６０号明細書、Ａｍｉｓｓらの米国特許出願公開第２０１４／０２
６１４７０号明細書およびＡｄｅｍｅらの米国特許出願公開第２０１５／０１５７０５２
号明細書に記載されている。
【００７３】
　組み立てられたロッド状喫煙物品１０の寸法は、変更可能である。典型的には、代表的
な喫煙物品の円周は、約２２ｍｍから約２７ｍｍの範囲であり、約２４ｍｍから約２５ｍ
ｍの円周が好ましい。代表的な喫煙物品は、約８０ｍｍから約１００ｍｍの長さを有し、
この喫煙物品に組み込まれる様々なセグメントの長さは変更可能である。例えば、代表的
な喫煙物品には、約１０ｍｍから約３０ｍｍ、多くの場合約１５ｍｍから約２０ｍｍの長
さを有する発熱セグメント３５、約１０ｍｍから約４０ｍｍ、多くの場合約２０ｍｍから
約２５ｍｍの長さを有するエアロゾル生成セグメント７５、約２０ｍｍから約５０ｍｍ、
多くの場合約３０ｍｍから約４０ｍｍの長さを有するタバコロールセグメント９５および
約１０ｍｍから約３０ｍｍ、多くの場合約１５ｍｍから約２５ｍｍの長さを有するフィル
タ要素セグメント１３５を組み込むことができる。
【００７４】
　使用時には、喫煙者は喫煙物品１０の吸い口端１８を唇に置く。次いで、喫煙者は（例
えば、マッチまたはシガレットライターを使用して）喫煙物品１０の点火端１４に点火す
る。すなわち、熱源カートリッジ５０の点火端は、カートリッジ５０に関連する可燃性成
分６３が燃焼し始めるのに十分な熱源にさらされる。いくつかの態様では、熱源カートリ
ッジ５０の点火端には、燃焼によって着火されるか、そうでなければ加熱された際に色を
変える（すなわち、感熱性材料が被覆されるか、感熱性材料が組み込まれた）要素を組み
込んでもよい。ユーザが吸い口端１８を吸引することにより、上流の穿孔４３を介して大
気が発熱セグメント３５に入る。吸入された空気が可燃性成分６３の燃焼を支援するよう
に作用し、さらにその結果、吸入された空気が加熱される。このように、加熱された空気
が発熱セグメント３５のカートリッジ５０を通って吸引され、カートリッジ５０の下流の
穿孔４５を出て、エアロゾル生成セグメント７５に入る。続いて、エアロゾル生成セグメ
ント７５内の構成要素またはエアロゾル生成セグメント７５に関連する構成要素に対する
熱の作用により、タバコロールセグメント９５内に吸引されて流れるエアロゾルが生成さ
れる。その後、風味付けされたエアロゾルは、タバコロールセグメント９５を出て、フィ
ルタ要素１３５を通り、最後に喫煙物品１０の吸い口端領域１８から喫煙者の口内に流れ
込む。
【００７５】
　図２は、図１を参照して前述した喫煙物品と多くの点で類似している代表的な喫煙物品
１０を示す。発熱セグメント３５およびエアロゾル生成セグメント７５が示されている。
これらの各々は、図１を参照して説明したものと多くの点で類似している。複数の部分ま
たはピース６５の形態を有してもよい可燃性成分６３を有する熱源カートリッジ５０が示
されている。それらの部分またはピース６５は、サイズおよび／または形状に関して互い
に不規則であってよい。しかしながら、発熱セグメント３５とフィルタ要素セグメント１
３５との間に配置された２つの構成要素またはセグメント（すなわち、エアロゾル生成セ
グメント７５およびタバコロールセグメント９５）ではなく、単一の細長いエアロゾル生
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成セグメント７５が配置されている。このように、発熱セグメント３５内で燃焼する可燃
性成分６３によって生成された熱は、単一のエアロゾル生成セグメント７５の構成要素を
加熱してエアロゾルを生成するように作用する。これは吸入の際にフィルタ要素セグメン
ト１３５を通って流れ、喫煙者の口に入る。
【００７６】
　図２に示すような組み立てられたロッド状喫煙物品１０の寸法は、変更可能である。典
型的には、代表的な喫煙物品の円周は、約２２ｍｍから約２７ｍｍの範囲であり、約２４
ｍｍから約２５ｍｍの円周が好ましい。代表的な喫煙物品は、約８０ｍｍから約１００ｍ
ｍの長さを有し、この喫煙物品に組み込まれる様々なセグメントの長さは変更可能である
。例えば、図２に示すような代表的な喫煙物品には、約１０ｍｍから約３０ｍｍ、多くの
場合約１５ｍｍから約２０ｍｍの長さを有する発熱セグメント３５、約２０ｍｍから約６
０ｍｍ、多くの場合約３０ｍｍから約５０ｍｍの長さを有するエアロゾル生成セグメント
７５および約１０ｍｍから約３０ｍｍ、多くの場合約１５ｍｍから約２５ｍｍの長さを有
するフィルタ要素セグメント１３５を組み込むことができる。
【００７７】
　図３は、図１を参照して前述した喫煙物品と多くの点で類似している代表的な喫煙物品
１０を示す。複数の部分またはピース６５の形態を有してもよい可燃性成分６３を有する
円筒形カートリッジ５０から構成された発熱セグメント３５が示されている。代表的な可
燃性成分６３の各ピースは、略球形の形状を有してもよく、各ピースは、形状およびサイ
ズがほぼ均一であってよい。これらの本質的に同一のピース６５は、略円筒形カートリッ
ジ５０の中空の内部領域を実質的に充填するような大きさおよび数である。例えば、約３
０ｍｍの長さおよび約７．５ｍｍの直径を有する中空の内部領域を画定する代表的な略円
筒形カートリッジ５０は、約１５０ｍｇから約６５０ｍｇの可燃性材料の小さな球状のピ
ースまたはビーズ（各小さなビーズは約１．３ｍｍの直径を有する）を収容することがで
きる。
【００７８】
　図３に示された喫煙物品１０の実施形態では、特に図４に示されているように、２ピー
ス構造を有する発熱セグメント３５内の代表的なタイプのカートリッジ５０が示されてい
る。カートリッジ５０の上流端２２０は、カートリッジ５０の点火極端１４を画定し、長
手方向に延びる外側側壁３９が取り付けられているか一体成形された上流細孔４３を規定
する端壁２２１を含む。このように、この上流端２２０は、カップまたはシンブルの一般
的な形状を有する。カートリッジ５０の下流端２２５は、下流細孔４５を規定するキャッ
プ２２６の形態を有する。キャップ２２６は、２ピースカートリッジ５０のカップ状セグ
メントの下流端２２５の内側に嵌合するように構成してもよい。キャップ２２６は、例え
ば、摩擦嵌合、高温耐性接着剤、溶接、好適に適合されたねじ嵌め、好適に適合されたピ
ンおよび溝固定機構などによって、カップ状セグメントに対して定位置に固定することが
できる。このように、カートリッジ５０を画定する２つのピース２２０、２２６は、カー
トリッジ５０を形成するように組み立てられ、カートリッジ５０は、その中に可燃性成分
６３を収容する目的で封止されると考えることができる。図３および図４に示す実施形態
では、カートリッジ５０の上流端２２０は、（例えば、点火端１４を形成するためにカー
トリッジ５０の前面または上流端壁に配置され、場合により、その最上流領域の周りのカ
ートリッジ５０の外側側壁または表面３９（例えば、図１０、要素２２８を参照）に配置
された）複数の小さな穿孔４３を有して、吸引された空気が喫煙物品１０の外部からカー
トリッジ５０内へ通過することを可能にし、カートリッジ５０の下流端２２５（例えば、
キャップ２２６によって画定された下流表面）は、複数の小さな穿孔４５を有して、加熱
された空気がそのカートリッジ５０から吸い口端１８に向かって通過することを可能にす
る。
【００７９】
　図５に示すように、当業者であれば、管状部３９および下流端キャップ２２６と協働し
て３ピースカートリッジ５０を形成するように、カートリッジ５０の上流端２２０を構成
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してもよいことを理解するであろう。すなわち、図５は、「封止された」カートリッジ５
０を形成するために集合的に協働する各端に端キャップ２２１、２２６を有する管状部３
９として、カートリッジ５０が形成されてもよいことを示している。図５はまた、いくつ
かの例では、カートリッジ５０が、その側壁または管状部３９からカートリッジ５０によ
って画定された区画内に延びる１つ以上のバッフル２４３を含んでもよいことを示してい
る。このようなバッフル２４３（例えば、カートリッジ５０を通る気流の全体的な移動経
路に対して本質的に垂直に間隔を置いた部分的な壁）または他の構造（カートリッジ５０
を通る気流の幾分曲がりくねった移動経路を提供するための（例えば、気流の移動のため
の螺旋経路を画定する構造など）は、例えば、ユーザによって与えられる吸引に応答して
空気が導かれるカートリッジ５０の有効長さを増大させることができる。したがって、い
くつかの例では、カートリッジの長さは、その意図された機能に関して同じまたは同様の
有効性を維持しながら、減少してもよい。
【００８０】
　図３に示す態様によれば、エアロゾル生成セグメント７５は、好ましくは略円筒形状の
カートリッジ２４０の形態を有してもよい。カートリッジ２４０の長手方向に延びる部分
２４５は、本質的に略管状である。このように、カートリッジ２４０の長手方向に延びる
管状部２４５の外面は、喫煙物品１０の一般的なロッド状構造を容易にする。さらに、長
手方向に延びる管状部２４５の内面は、カートリッジ２４０の内側区画を画定する。長手
方向に延びる部分２４５は、好ましくは、それを通る大気の通過に対して本質的に不透過
性である。その結果、熱源カートリッジ５０によって加熱され、熱源カートリッジ５０の
下流端２２５を通って出る大気が、エアロゾル生成セグメント７５の一部であるカートリ
ッジ２４０を通過することができる。典型的には、円筒形の基材カートリッジ２４０は、
好適に適合された端キャップ２５２、２５５によって、長手方向に延びる管状部の上流端
および下流端のいずれかまたは両方を覆うことによって提供される（例えば、要素２２１
および２２６によって示される端キャップと、要素９３によって示される長手方向に延び
る管状部とを伴い、図４および図５の要素５０として示され番号が付された例示的なカー
トリッジを参照されたい）。最も好ましくは、端キャップ２５２、２５５は大気に対して
透過性であり、その結果、熱源カートリッジ５０からの加熱された空気が上流端キャップ
２５２を通過し、管状部２４５の内側区画を通過して、そこに配置された基材材料８５を
加熱し、下流端キャップ２５５から出る。このように、各端キャップ２５２、２５５は、
網目状材料を使用して構成することができるか、穿孔または一連の穿孔２６１、２６３を
それぞれ有するように構成して、空気を通過させることができる。その結果、それぞれの
端キャップ２５２、２５５を使用して各端で封止された管状部２４５を組み合わせること
によって、エアロゾル形成材料の供給源を担持するか、収容するか、そうでなければ提供
する基材８５のための有効なレセプタクルまたは容器として作用する円筒形カートリッジ
２４０が提供される。
【００８１】
　図３に示す実施形態では、基材または基材材料８５は、タバコペレットの形態を有して
もよい。本明細書で使用される場合、用語「タバコペレット」は、ビーズ、ペレット、ま
たは所望の形状に形成されるか、成形されるか、圧縮されるか、押出しされるか、そうで
なければ形作られたタバコの他の個別の小さな単位を含むことを意味する。例えば、タバ
コペレットは、いわゆるマルメライジング処理（ｍａｒｕｍａｒｉｚｉｎｇ　ｐｒｏｃｅ
ｓｓ）を用いて形成することができる。タバコペレットは、滑らかで規則的な外形（例え
ば、球、円筒、卵形など）を有してもよく、および／または不規則な外形を有してもよい
。一例では、各タバコペレットの直径は、約１ｍｍ未満から約２ｍｍの範囲であってよい
。タバコペレットは、本明細書で説明されるように、カートリッジ２４０によって画定さ
れた区画または基材キャビティを少なくとも部分的に充填してもよい。すなわち、基材、
基材要素または基材材料８５は、発熱セグメント３５に隣接しかつその下流のエアロゾル
生成セグメント７５のカートリッジ２４０内の空間を占めるペレットまたは他の緩い物体
の形態をとってもよい。一例では、カートリッジ２４０によって画定される基材キャビテ
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ィの容積は、約５００ｍｍ３から約７００ｍｍ３の範囲であってよい（例えば、カートリ
ッジ２４０によって画定される基材キャビティであって、キャビティの直径は約７．５か
ら約７．８ｍｍであり、キャビティの長さは約１１から約１５ｍｍであり、キャビティは
略円筒形状を有する）。一例では、基材キャビティ内のタバコペレットの質量は、約２０
０ｍｇから約５００ｍｇの範囲であってよい。例えば、タバコペレットを使用して、約１
００ｍｇ／ｃｍ３から約４００ｍｇ／ｃｍ３の充填密度で、エアロゾル生成セグメント７
５のカートリッジ２４０の適切な部分（例えば、カートリッジ２４０内の円筒形領域であ
って、カートリッジ２４０は発熱セグメント３５およびフィルタ要素セグメント１３５の
端によって拘束されている）を充填することができる。
【００８２】
　図６は、図１を参照して前述した喫煙物品と多くの点で類似している代表的な喫煙物品
１０を示す。複数の部分またはピース６５の形態を有してもよい可燃性成分６３を有する
熱源カートリッジ５０が示されている。代表的な可燃性成分６３の各ピース６５は、略円
筒形の形状を有してもよい。円筒形ピース６５は、略円筒形の熱源カートリッジ５０によ
って画定された中空の内部区画を実質的に充填するような大きさおよび数である。いくつ
かの例では、円筒形ピース６５の位置決めのランダムな性質は、これらのピース６５の間
に空隙または空間を生じる。例えば、中空の内側区画を画定する代表的な略円筒形カート
リッジ５０は、約３０ｍｍの長さおよび約７．５ｍｍの直径を有してもよく、約１５０ｍ
ｇから約６５０ｍｇの可燃性材料の小さな円筒形ピース（各小さな円筒形ピースは約１ｍ
ｍの長さおよび約１ｍｍの直径を有する）を収容することができる。
【００８３】
　図６および図７に示す実施形態では、２ピース構造を有する熱源カートリッジ５０の代
表的なタイプが示されている。カートリッジ５０の上流端２２０は、喫煙物品１０の点火
極端１４と、長手方向に延びる外側側壁または管状部３９とを画定する。したがって、こ
の上流端２２０は、カップまたはシンブルの一般的な形状を有する。カートリッジ５０の
下流端２２５は、２ピースカートリッジ５０のカップ状セグメントの下流端に嵌合するキ
ャップ２２７の形態を有してもよい。例えば、キャップ２２７は、摩擦嵌合、高温耐性接
着剤、溶接、好適に適合されたねじ嵌め、好適に適合されたピンおよび溝固定機構などに
よって、定位置に固定することができる。このように、カートリッジ５０を画定する２つ
のピース２２０、２２７は、カートリッジ５０を形成するように組み立てられてもよく、
カートリッジ５０は、その中に可燃性成分６３を収容する目的で封止されると考えること
ができる。図示した実施形態では、カートリッジ５０の上流端２２０は、（例えば、カー
トリッジ５０の前面または上流端に配置され、場合により、最上流領域の周りのカートリ
ッジ５０の側面または管状部に配置された（例えば、図１０、要素２２８を参照））穿孔
または複数の小さな穿孔４３を規定して、カートリッジ５０内に吸引されて流れる空気が
通過することを可能にしてもよい）。さらに、カートリッジ５０の下流端または背面（例
えば、キャップ２２７によって画定される背面）は、穿孔または複数の小さな穿孔４５を
規定して、吸引に応答して加熱された空気がカートリッジ５０から出ることを可能にして
もよい。図示した実施形態では、穿孔４３、４５のサイズが十分に小さく、可燃性成分６
３の部分またはピース６５が十分に大きいサイズであり、可燃性成分６３の部分またはピ
ース６５が、カートリッジ５０内に好適に収容されることが最も好ましい。さらに、エア
ロゾル生成セグメント７５は、発熱セグメント３５の構成に使用されるカートリッジ５０
と多くの点で類似しているカートリッジ２４０を具現化してもよい。
【００８４】
　図８に示すように、当業者であれば、管状部３９および下流端キャップ２２７と協働し
て３ピースカートリッジ５０を形成するように、カートリッジ５０の上流端２２０を構成
してもよいことを理解するであろう。すなわち、図８は、「封止された」カートリッジ５
０を形成するために集合的に協働する各端に端キャップ２２２、２２７を有する管状部３
９として、カートリッジ５０が形成されてもよいことを示している。上流端キャップおよ
び下流端キャップ２２２、２２７の各々は、管状部３９のそれぞれの上流端および下流端
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に嵌合して、カートリッジ５０を形成するように構成されてもよい。例えば、端キャップ
２２２、２２７の各々は、摩擦嵌合、高温耐性接着剤、溶接、好適に適合されたねじ嵌め
、好適に適合されたピンおよび溝固定機構などによって、管状部３９により定位置に固定
することができる。このように、カートリッジ５０を画定する３つのピース３９、２２２
、２２７は、カートリッジ５０を形成するように組み立てられてもよく、カートリッジ５
０は、その中に可燃性成分６３を収容する目的で封止されると考えることができる。図８
はまた、いくつかの例では、カートリッジ５０が、その側壁または管状部３９からカート
リッジ５０によって画定された区画内に延びる１つ以上のバッフル２４３を含んでもよい
ことを示している。このようなバッフル２４３（例えば、カートリッジ５０を通る気流の
全体的な移動経路に対して本質的に垂直に間隔を置いた部分的な壁）または他の構造（カ
ートリッジ５０を通る気流の幾分曲がりくねった移動経路を提供するための（例えば、気
流の移動のための螺旋経路を画定する構造など）は、例えば、ユーザによって与えられる
吸引に応答して空気が導かれるカートリッジ５０の有効長さを増大させることができる。
【００８５】
　図９および図１０は、本明細書に開示されたタイプの喫煙物品の様々な構成に具現化す
ることができるカートリッジ５０、２４０の他の例示的な態様および構成を示す。例えば
、図９は、３ピースカートリッジ５０の１つの構成を示し、ここで端キャップ２２１の１
つが管状部３９の上流端２２０の内側に嵌合するように構成されてもよく、他方の端キャ
ップ２２７が、管状部３９の下流端２２５に嵌合するように構成される。キャップ２２１
、２２７のいずれかは、例えば、摩擦嵌合、高温耐性接着剤、溶接、好適に適合されたね
じ嵌め、好適に適合されたピンおよび溝固定機構などによって、管状本体３９に対して定
位置に固定することができる。図１０に示すカートリッジ５０の実施形態は、図９に示す
カートリッジ構成と同様であるが、カートリッジ５０の管状部３９によって規定される１
つ以上の細孔または穿孔２２８をさらに含む。特定の例では、細孔２２８は、カートリッ
ジ５０が発熱部またはセグメント３５に含まれる場合に、点火極端１４に向かって配置さ
れてもよい。そのような場合、細孔または穿孔の数が増えると、カートリッジ５０内の可
燃性成分６３の着火が容易になり得るだけでなく、例えば、吸引または吸引抵抗の低下に
応じて、発熱カートリッジ５０への空気流が増加する。他の例では、管状部材３９によっ
て規定された細孔２２８は、管状部材３９の外面の周りに冷却空気流を提供することがで
き、これにより、例えば、喫煙物品１０の使用中に巻紙またはオーバーラップ９３の焦げ
付きを低減するか、最小化するか、排除することができる。
【００８６】
　図１１は、エアロゾル形成のために使用される構成要素を担持するために使用される基
材材料８５を収容するための熱源カートリッジ部５０およびカートリッジ部２４０の両方
を提供する細長い一体型二重カートリッジ３００を有する別の代表的な喫煙物品１０を示
す。熱源カートリッジ部５０（すなわち、可燃性成分６３を収容する二重カートリッジ３
００の部分であって、可燃性成分６３が例えば可燃性炭素質材料の複数の顆粒を含んでも
よい部分）は、二重カートリッジ３００の上流端の周りに（すなわち、点火端１４に向か
って）配置され、エアロゾル形成材料（例えば、粉砕されたタバコダストとグリセリンの
混合物から形成された複数のビーズ）を提供または担持する基材材料８５のための容器部
２４０は、二重カートリッジ３００の下流端（すなわち、フィルタ要素セグメント１３５
に向かって）に配置されている。上流および下流カートリッジ部５０、２４０の間には、
カートリッジの構成要素を互いに物理的に分離する空気透過性の障壁３１０（例えば、網
目）が配置される。すなわち、発熱カートリッジは、長手方向に延びる側壁３９と、対向
する端部３０４、３０５と、対向する端３０４、３０５の間の側壁３９内に配置された中
央仕切り３１０とを有する直円筒または溝付き円筒として構成されてもよく、側壁３９は
中央仕切り３１０および端部３０４、３０５と協働して直列に配置された第１および第２
の区画５０、２４０を画定し、第１の区画５０は燃料要素／可燃性成分６３を収容するよ
うに構成され、第２の区画２４０はエアロゾル生成要素８５を収容する（したがって、エ
アロゾル生成部７５を形成する）ように構成されている。障壁３１０は、加熱された空気
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がエアロゾル生成要素８５と相互作用してエアロゾルを生成するために、１つ以上の細孔
または穿孔３１１を規定して、上流カートリッジ部５０から下流カートリッジ２４０へ加
熱された空気が通過することを可能にしてもよい。カートリッジ３００の最上流端３０４
は、１つ以上の細孔または穿孔４３を規定する穿孔キャップ３２０によって封止されて、
二重カートリッジ３００の部分５０内に可燃性成分６３またはその顆粒を維持してもよい
。二重カートリッジ３００の最下流端３０５は、１つ以上の細孔または穿孔４５を規定す
る穿孔キャップ３３０によって封止されて、二重カートリッジ３００の部分２４０内に基
材材料８５を維持してもよい。典型的には、このような二重カートリッジ３００は、炭素
（グラファイト）、ガラスまたはセラミックなどの断熱材料から構成された構成要素から
構成される。場合によっては、アルミニウムまたはステンレス鋼などの熱伝導材料を使用
してもよい。場合により、このような二重カートリッジ３００の長さは、断熱材５８（例
えば、セラミック断熱材、ガラス繊維マットなどから構成される材料）が巻き付くか、取
り囲むか、覆うか、被覆してもよい。
【００８７】
　図１１に示す実施形態では、カートリッジ部５０、２４０のいずれかまたは両方には、
例えば、喫煙物品１０の使用中に形成されるエアロゾルの改変に適した成分を放出するカ
プセルを組み込むことができる。例えば、喫煙物品１０の使用中に受けた熱の作用を受け
るとその内容物を放出するカプセルは、エアロゾル成分の供給源を提供し、および／また
はエアロゾルの感覚特性を改変するように作用することができる。任意のフィルタ要素部
分として好適な例示的なタイプのカプセルは、図２を参照して前述した。
【００８８】
　当業者であれば、カートリッジ５０、２４０が本明細書の開示に従って多くの異なる様
式で構成され得ることを理解するであろう。例えば、図１２に示すように、カートリッジ
５０は、一般に、図７に開示されたタイプのものであってよい。さらに詳細には、カート
リッジ５０の上流端２２０は、カートリッジ５０の点火極端１４を画定してもよく、長手
方向に延びる外側側壁３９が取り付けられているか一体成形された上流細孔４３を規定す
る端壁３１４を含む。このように、上流端２２０はカップまたはシンブルの一般的な形状
を有し、フランジ３１３は、点火端１４の周りで外側側壁３９の周囲に延びる。カートリ
ッジ５０の下流端２２５は、下流細孔４５を規定するキャップ３１５の形態を有する。キ
ャップ３１５は、カートリッジ５０のカップ状セグメントの下流端２２５に嵌合するよう
に構成してもよい。キャップ３１５は、例えば、摩擦嵌合、高温耐性接着剤、溶接、好適
に適合されたねじ嵌め、好適に適合されたピンおよび溝固定機構などによって、カップ状
セグメントに対して定位置に固定することができる。キャップ３１５は、カートリッジ５
０のカップ状セグメントの上に延びる部分の外側に、その周囲に延びるフランジ３１８を
さらに含んでもよい。スリーブ部材３１６は、スリーブ部材３１６の一端３１６Ａが点火
端フランジ３１３と相互作用し、対向端３１６Ｂがキャップ３１５に関連するフランジ３
１８の周りに延びるように、例えば管状本体３９の外径よりも大きな内径を有することに
よって管状本体３９をおおって設置されるように構成されてもよい。このように、キャッ
プ３１５に関連するフランジ３１８は、スリーブ部材３１６を管状本体３９と同軸に整列
させるのに役立ち、それらの間に環状の円筒形空間３１７を画定する。例えば空気または
他の好適な断熱材料によって占められている環状の円筒形空間３１７は、熱を半径方向に
含有することができるため、例えば、巻紙またはオーバーラップ９３の焦げ付きの危険性
を低減するか、最小化するか、排除することができる。すなわち、いくつかの態様では、
発熱カートリッジ５０は、燃料要素／可燃性成分６３を収容するように構成された内側区
画を（集合的に）画定する第１の部分３９、３１４と、第１の部分３９に対して同軸的に
配置され第１の部分３９を取り囲むように構成された外側スリーブ３１６を（集合的に）
含む第２の部分３１５、３１６とを含んでもよく、外側スリーブ３１６は内側区画を画定
する第１の部分３９から半径方向に離間され、それらの間に環３１７を画定するようにそ
れらと協働する。図１３は、図１２に示すカートリッジ５０の代替の構成を示すが、ここ
でスリーブ部材３１６およびキャップ３１５は単一の一体部材として形成されている。
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【００８９】
　図１２はさらに、熱源カートリッジ５０が多成分可燃性成分６３を収容するように構成
され得ることを示している。すなわち、いくつかの例では、可燃性成分６３の１つの部分
６５は、単一ピースの形態を有する。可燃性成分６３の他の部分６６は、管状部３９の内
面に沿って配置されたチューブ、カップまたはコーティングの一般的な形態を有する。例
えば、可燃性成分材料および／または着火助剤の液体または湿潤ペーストを管状部３９の
内面に被覆し、乾燥させるか、可燃性成分材料の形成されたチューブまたはカップを製造
し、形成されたチューブ６６の外面が管状部３９の内面と接触するように管状部３９内に
配置することができる。
【００９０】
　例
　代表的な喫煙物品１０は、図１に示すタイプのものであってよい。発熱セグメントは、
円筒形状を有するカートリッジを含んでもよい。カートリッジは、大きな上流ピースが一
般にカップの形態を有し、小さな下流ピースが上流ピースの開放端に嵌合する端キャップ
の形態を有する２ピースカートリッジであってよい。カートリッジのピースは、グラファ
イトから構成され、固体グラファイトブロックを機械加工することによって形成される。
カートリッジは断熱性の熱特性を示す。
【００９１】
　カートリッジの大きな上流ピースは、約８ｍｍの直径と、約１１ｍｍの長手方向に延び
る長さとを有し、そのピースの側壁および端壁はそれぞれ約１ｍｍの厚さを有する。大き
なピースの最上流の面は、それを貫通して延びる一連の小さな円形の２１本の通路を規定
し、各通路は約０．５ｍｍの直径を有する。それらの２１本の通路は、規則的な３－５－
５－５－３配置で間隔を置いて配置されている。大きなピースの長手方向に延びる面は、
それを貫通して延びる一連の小さな円形の９０本の通路を規定し、各通路は約０．５ｍｍ
の直径を有する。それらの９０本の通路は、等間隔に配置された１０個の穿孔列に配置さ
れ、各列は、端壁の上流端から下流端まで直線状に延びる９個の等間隔の穿孔を有する。
【００９２】
　小さなピースまたは端キャップは、約８ｍｍの下流直径および約６ｍｍの上流直径を有
する。小さなピースの長手方向に延びる長さの合計は約２ｍｍである。小さなピースの下
流面は、それを貫通して延びる一連の小さな円形の２１本の通路を規定し、各通路は約０
．５ｍｍの直径を有する。それらの２１本の通路は、規則的な３－５－５－５－３配置で
間隔を置いて配置されている。端キャップの上流領域は、大きなピースの開放端に挿入さ
れ（摩擦嵌合によって定位置に保持され）、端キャップの下流領域は、大きなピースの最
下流端を覆う。このように、１３２個の小さな穿孔を規定し、約１２ｍｍの全長を有する
封止された円筒が提供される。
【００９３】
　このように提供された円筒の内側の中空領域は約０．２８ｃｃの容積を有する。この中
空領域には、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙによって市販
されている「Ｒｅｖｏ」シガレット製品の燃料要素として使用される燃料要素材料から製
造された約１００から約２００個の粉砕ピースが配置されており、これは可燃性成分とし
て機能する。
【００９４】
　図１４は、点火端および対向する吸い口端を有する細長い喫煙物品を形成する方法を概
略的に示す。このような方法は、外側包装材料が吸い口端の周りに配置された吸い口端部
に向かって延びるように、かつ円筒形ロッドを画定するように、点火端の周りに配置され
た少なくとも発熱部の周りに外側包装材料を巻き付けるステップを含んでもよい（ブロッ
ク４００）。エアロゾル生成部は外側包装材料内で発熱部と吸い口端部との間に配置され
、エアロゾル生成部は発熱部から受けた熱に応答してエアロゾルを生成するように構成さ
れている（ブロック４１０）。発熱カートリッジは、発熱カートリッジが点火端で少なく
とも部分的に露出するように発熱部内に配置され、発熱カートリッジは、燃料要素がその
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着火時に熱を放出することができるように、対向する穿孔端部と、端部の間に着火可能な
燃料要素とを含むように構成されている（ブロック４２０）。喫煙物品を形成するこのよ
うな方法の他の態様および／または工程は、他の点では本明細書で説明する喫煙物品の様
々な実施形態および態様の開示に関連して他の方法で開示される。
【００９５】
　したがって、本開示の態様、特に発熱カートリッジを含む態様は、本明細書に開示され
た喫煙物品のタイプに一定の利益および改善を提供することができる。例えば、発熱カー
トリッジを含む態様は、そのような消費された部分がカートリッジ自体の中に収容される
ため、その燃焼によって消費される可燃性成分の部分（すなわち灰）の「脱落」を防止す
ることができる。さらに、カートリッジは、好ましくは燃焼によって消費されない構造を
含むため、そのようなカートリッジを含む態様では、喫煙物品の使用中に発熱部がカート
リッジを確実に保持し得る（すなわち、カートリッジが消費されないため、使用中に直径
が減少し、喫煙物品から落下する危険性が高くなる可能性がある「従来の」可燃性成分よ
りも、喫煙物品内に確実に保持され得る）。さらに、発熱カートリッジを含む態様は、一
度着火された可燃性成分によって放出され得るあらゆる火花を含むのに役立ち得る。
【００９６】
　言及された利益とそれに関連する利点を提供する際の本開示の態様間の可能な相互関係
に照らして、本開示は、限定するものではないが、開示された態様の様々な組合せを表す
実施形態を特に明示的に含む。したがって、本開示は、そのような特徴または要素が明示
的に結合されているか、そうでなければ本明細書の特定の実施形態の説明で列挙されてい
るかどうかにかかわらず、本開示に説明された２つ、３つ、４つまたはそれ以上の特徴ま
たは要素の任意の組合せを含む。本開示は、本開示の前後関係が明らかに他のことを指示
しない限り、その態様および実施形態のいずれかにおいて、本開示の任意の分離可能な特
徴または要素が意図された通りに見え、すなわち組合せ可能であるように全体的に読み取
られることを意図している。
【００９７】
　上述の説明および関連する図面に示された教示の利益を有するこれらの開示に関連する
当業者には、本明細書に説明された開示の多くの改変および他の態様が思い浮かぶであろ
う。例えば、当業者であれば、本明細書に提示された請求項の範囲内に留まりながら、異
なる実施形態のために本明細書に説明された特徴を互いにおよび／または現在知られてい
るまたは将来開発される技術と組み合わせることができることを含め、本明細書に明示的
に示されていない実施形態が本開示の範囲内で実施され得ることを理解するであろう。し
たがって、本開示は、開示された特定の態様に限定されるものではなく、均等物、改変お
よび他の態様が、添付の特許請求の範囲内に含まれることが意図されることが理解される
べきである。本明細書では特定の用語を使用しているが、それらは一般的かつ説明的な意
味でのみ使用され、限定のために使用されない。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成30年4月6日(2018.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点火端と対向する吸い口端とを有する細長い喫煙物品であって、前記喫煙物品が、
　吸い口端の周りに配置された吸い口端部と、
　点火端の周りに配置された発熱部と、
　円筒形ロッドを画定するように、少なくとも発熱部の周りに巻き付けられ吸い口端部に
向かって延びる外側包装材料と、
　点火端で少なくとも部分的に露出する発熱カートリッジであって、発熱カートリッジは
対向する穿孔端部と、端部の間に長手方向に延びる管状部とを含むように構成され、発熱
部内に収容されるように構成された構造を画定し、複数の物体が発熱カートリッジ内に画
定されたキャビティを占めて、穿孔端部の間の発熱カートリッジ内および長手方向に延び
る管状部内に収容された着火可能な燃料要素を形成し、複数の物体はその着火時に熱を放
出することができる、発熱カートリッジと、
　外側包装材料内で、発熱カートリッジ内に収容された着火可能な燃料要素と吸い口端部
との間に配置され、発熱カートリッジから受けた熱に応答してエアロゾルを生成するよう
に構成されたエアロゾル生成部と、
　を含む、細長い喫煙物品。
【請求項２】
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　発熱カートリッジが直円筒または溝付き円筒として構成され、長手方向に延びる管状部
が、対向する穿孔端部の間に長手方向に延びる側壁を含む、請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　側壁および対向する穿孔端の各々が、少なくとも１つの穿孔を規定する、請求項２に記
載の物品。
【請求項４】
　対向する穿孔端の間で側壁から内方に延びる１つ以上のバッフルを含む、請求項２に記
載の物品。
【請求項５】
　発熱カートリッジの周囲に巻き付けられ、点火端からエアロゾル生成部に向かって発熱
カートリッジに沿って長手方向に延びる断熱要素を含む、請求項１に記載の物品。
【請求項６】
　断熱要素が、ガラス繊維マット、断熱コーティング、断熱塗料、ガラススリーブまたは
セラミックスリーブを含む、請求項５に記載の物品。
【請求項７】
　発熱カートリッジが、グラファイト、炭素繊維強化炭素、セラミック、繊維状耐火性複
合材断熱材、アルミニウム、酸化アルミニウムまたは二酸化ケイ素から構成される、請求
項１に記載の物品。
【請求項８】
　発熱カートリッジが、長手方向に延びる管状部および穿孔端部のうち１つを含む第１の
部分と、第１の部分の長手方向に延びる管状部に対して同軸的に配置され第１の部分の長
手方向に延びる管状部を取り囲むように構成され、穿孔端部の他方を形成してキャビティ
を画定するように構成された外側スリーブを含む第２の部分とを含み、外側スリーブは、
第１の部分の長手方向に延びる管状部から半径方向に離間され、それらの間に環を画定す
るようにそれらと協働する、請求項１に記載の物品。
【請求項９】
　対向する穿孔端部の各々が、内部に収容された着火可能な燃料要素を有する長手方向に
延びる管状部と協働して、発熱カートリッジを形成するように構成された取り外し可能な
端キャップを含む、請求項１に記載の物品。
【請求項１０】
　発熱カートリッジが直円筒または溝付き円筒として構成され、長手方向に延びる管状部
は長手方向に延びる側壁、対向する穿孔端部を含み、長手方向に延びる管状部および対向
する穿孔端部は発熱カートリッジ内のキャビティを画定し、中央仕切りは対向する穿孔端
の間のキャビティ内に配置され、側壁は中央仕切りおよび端部と協働して、キャビティ内
に直列に配置された第１および第２の区画を画定し、第１の区画は着火可能な燃料要素を
形成する複数の物体を収容するように構成され、第２の区画はエアロゾル生成要素を収容
するように構成され、エアロゾル生成部を含む、請求項１に記載の物品。
【請求項１１】
　エアロゾル生成部に配置されたエアロゾル生成カートリッジを含み、エアロゾル生成カ
ートリッジは対向する穿孔端部と、端部の間にエアロゾル前駆物質要素とを含むように構
成され、エアロゾル前駆物質要素は、その加熱時にエアロゾルを形成することができる、
請求項１に記載の物品。
【請求項１２】
　点火端と対向する吸い口端とを有する細長い喫煙物品を形成する方法であって、前記方
法が、
　外側包装材料が吸い口端の周りに配置された吸い口端部に向かって延びるように、かつ
円筒形ロッドを画定するように、点火端の周りに配置された少なくとも発熱部の周りに外
側包装材料を巻き付けるステップと、
　発熱カートリッジが点火端で少なくとも部分的に露出するように、発熱部内に発熱カー
トリッジを配置するステップであって、発熱カートリッジは、対向する穿孔端部と、端部
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の間に長手方向に延びる管状部とを含むように構成され、複数の物体が発熱カートリッジ
内に画定されたキャビティを占めて、穿孔端部の間の発熱カートリッジ内および長手方向
に延びる管状部内に収容された着火可能な燃料要素を形成し、複数の物体はその着火時に
熱を放出することができる、ステップと、
　外側包装材料内で、発熱カートリッジ内に収容された着火可能な燃料要素と吸い口端部
との間にエアロゾル生成部を配置するステップであって、エアロゾル生成部は、発熱カー
トリッジから受けた熱に応答してエアロゾルを生成するように構成される、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項１３】
　発熱カートリッジを配置するステップが、直円筒または溝付き円筒として構成された発
熱カートリッジを配置するステップを含み、長手方向に延びる管状部が、対向する穿孔端
部の間に長手方向に延びる側壁を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　発熱カートリッジを配置するステップが、側壁と、少なくとも１つの穿孔を規定する対
向する穿孔端の各々とを有する発熱カートリッジを配置するステップを含む、請求項１３
に記載の方法。
【請求項１５】
　１つ以上のバッフルと発熱カートリッジの側壁とを係合させるステップであって、１つ
以上のバッフルが、対向する穿孔端の間の側壁から内方に延びる、ステップを含む、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　点火端からエアロゾル生成部に向かって、発熱カートリッジのまわりに及び発熱カート
リッジに沿って長手方向に断熱要素を巻き付けるステップを含む、請求項１２に記載の方
法。
【請求項１７】
　断熱要素を巻き付けるステップが、発熱カートリッジのまわりに及び発熱カートリッジ
に沿って長手方向に、ガラス繊維マット、断熱コーティング、断熱塗料、ガラススリーブ
またはセラミックスリーブを含む断熱要素を巻き付けるステップを含む、請求項１６に記
載の方法。
【請求項１８】
　発熱カートリッジを配置するステップが、グラファイト、炭素繊維強化炭素、セラミッ
ク、繊維状耐火性複合材断熱材、アルミニウム、酸化アルミニウムまたは二酸化ケイ素か
ら構成された発熱カートリッジを発熱部内に配置するステップを含む、請求項１２に記載
の方法。
【請求項１９】
　長手方向に延びる管状部および穿孔端部のうち１つを含む第１の部分と、第１の部分の
長手方向に延びる管状部に対して同軸的に配置され第１の部分の長手方向に延びる管状部
を取り囲むように構成され穿孔端部の他方を形成してキャビティを画定するように構成さ
れた外側スリーブを含む第２の部分とを係合させるステップであって、外側スリーブを有
する発熱カートリッジが、第１の部分の長手方向に延びる管状部から半径方向に離間され
、それらの間に環を画定するようにそれらと協働する、ステップを含む、請求項１２に記
載の方法。
【請求項２０】
　対向する穿孔端部の着脱可能な端キャップと、内部に収容された着火可能な燃料要素を
有する長手方向に延びる管状部とを係合させて、発熱カートリッジを形成するステップを
含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
　発熱カートリッジが直円筒または溝付き円筒として構成され、長手方向に延びる管状部
は長手方向に延びる側壁、対向する穿孔端部を含み、長手方向に延びる管状部および対向
する穿孔端部は発熱カートリッジ内のキャビティを画定し、中央仕切りは対向する穿孔端
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の間のキャビティ内に配置され、側壁は中央仕切りおよび端部と協働して、キャビティ内
に直列に配置された第１および第２の区画を画定し、方法は、第１の区画内に着火可能な
燃料要素を形成する複数の物体を配置するステップと、第２の区画内にエアロゾル生成要
素を配置して、エアロゾル生成部を形成するステップと、を含む、請求項１２に記載の方
法。
【請求項２２】
　エアロゾル生成部を配置するステップが、対向する穿孔端部と、端部の間にエアロゾル
前駆物質要素とを含むエアロゾル生成カートリッジをエアロゾル生成部内に配置するステ
ップであって、エアロゾル前駆物質要素はその加熱時にエアロゾルを形成することができ
る、ステップを含む、請求項１２に記載の方法。
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